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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〔４番中岩和子議長席に着く〕 

○議長（中岩和子君） おはようございます。 

 報道各社から議場での撮影許可の申し出がございました。本件につきましては、議長はこれ

を許可しましたので報告をいたします。 

 なお、報道関係の皆様にお願いをいたします。撮影は傍聴席から行い、議事の妨げにならな

いよう、傍聴の妨げにならないよう御配慮のほどをよろしくお願いいたします。 

 また、傍聴者の皆様にもお願いいたします。傍聴に際しましては、お手元の傍聴券に記載し

ております傍聴人規則を遵守し、議事の円滑な進行に御協力をよろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              ９時30分 開議 

○議長（中岩和子君） ただいまから再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（中岩和子君） 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問一覧表のとおり、通告順に従って10番津本議員の一般質問を行います。 

 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） おはようございます。 

 一般通告要旨に基づきまして一般質問をさせていただきたいと思います。 

 その前にまず、前定例会後、前森町長が急遽退職されるということの中で、病気による退職

をされたわけですが、私は新しい町勢の発展のために協力し合いながらまちづくりを進めてい

ける、こう思って楽しみにしていたわけですが、非常に残念な思いがします。森前町長が早期

に健康を回復されて元気になられることをお祈りしたいと思います。 

 あわせまして、改めて町長になられました堀新町長につきましては、本当におめでとうござ

います。大きな課題から小さな課題まで町政でそういった大変な課題を抱えた町政ですが、町

民の、住民の声をしっかり聞きながら健全な財政運営にしっかりと努めていきたい。そして、

私たち議員のほうも一緒に新しいまちづくりに向けて進めていきたいというふうに考えており

ます。どうぞ最後まで頑張っていただきたいなというふうに思います。 

 そして、続きまして、そこから私の一般質問と入らせていただくわけですが、最初に３月の

定例会の一般質問で、今年度の１期目の具体的な取り組みを森町長にお聞きしたいということ

で進めたわけですが、前回は副町長のほうからいろいろとお答えをいただきました。その矢熊

副町長から３点そのときには報告されましたが、１つは人口減少が続いている中で町を明るく

元気にすること。そして、２つ目に子育てしやすい環境をつくること。３つ目に役場を変える

こと、こう答弁されたわけですが、具体的には中学校の給食の完全実施、それから第２の災害
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対策本部の整備、そして町立病院の開院を受けて町営バスの充実等々が挙げられました。ソフ

ト面では、役場の組織改革、これが言われましてすぐ、即実行されて動き出しております。そ

の上に立って、１日目の冒頭の町政報告でも町長のお話にありましたが、特に１年目の取り組

みについて堀町長なりのお考えあろうかと思いますので、できるだけ具体的に話できるものが

あったら話していただきたい。そして、１期４年を見据えた今後の抱負、こういったものもあ

れば話をしていただきたいというふうに思います。まず、そこからお願いします。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 町長の堀でございます。御質問は、具体的にということでございます。 

 私、６月の議会でも申し上げましたが、本当に那智勝浦町、ほんまに住んでよかったなと、

住み続けたいなと、住んでみたいという、そういうまちづくり。それは具体的に言いました

ら、やはり町民の皆様方の意識を変えていきたいなというふうに思っております。那智勝浦町

は本当にすばらしい資源がございますが、その資源を本当にすばらしいと町民の方々は余りお

っしゃったことが聞かなかったもんですから、できる限りそういう形で、いわゆる那智勝浦町

は世界遺産とマグロと温泉の町、それぞれすばらしいものがございます。ほかにもございます

が、そういった具体的には世界遺産、いわゆる熊野古道であったり、那智の滝すばらしいよ

と、生マグロ、勝浦でおいしいよと、そんなことをぜひ町民の皆さんが意識を変えて外向けに

宣伝いただけるような、そんな意識改革をまずしていきたいと思ってございます。 

 具体的には、いろんな早急にしなくてはいけない防災対策、あるいは子育ての関係、いわゆ

る給食問題も含めてでございますが、そういったことは今庁内のほうで具体的に種々検討して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） すぐ、まだ就任されて一月たっておりませんので、具体的にこれこれ挙

げよと言っても無理な点もあろうかと思います。私も一般質問でこれ出すときにどうしようか

と思って大分迷ったんですが、大きな項目、子育てだったら子育て、若者は若者と、こういう

高齢者は高齢者問題とか、いろいろ病院の問題は病院の問題、こういうふうにして分けてしよ

うかと思ったんですが、項目を挙げるときに。できるだけ今の町政の課題、抱えている課題の

細かい部分、こんなにあるよということを知っておいてもらいたいと。その意味でもあって一

般質問の事項にこういう中身のものを載させていただきました。だから、これで具体的にすぐ

答えろとかそういうことではなくて、こういう大きな課題のほかに小さな課題もありますよと

いうことでこの一般質問の中身を出させていただきました。 

 具体的に大きな課題では、この間病院の問題もそうですし、クリーンセンターの問題もそう

です。役場の建てかえ、消防署の移転の問題、いろんなたくさん大きな課題というのはありま

す。それと大変な中でやりながらもこういう細かい元気のあるまちづくりをしていこうと思っ

たときにはこういう課題がありますよということを一緒に考えていくという意味もありまし

て、こういう細かい点まで出させていただきました。その点、まず了解をしておいていただき
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たいと思います。 

 町長のほうでここが今答えるのちょっと無理でしたら、それはそれで結構だと思います。具

体的にこれからの話の中で詰めていかないかんことだと思いますので、１年、１期１年、それ

から１期、２期というふうにかけてすくっていかないかん課題もたくさんあろうかと思いま

す。そこのところを整理しながら私も少しずつ具体的に質問をしていきたいなというふうに思

うわけですが、堀町長が言っておられます住みよい、住み続けたい、住んでみたい、こういっ

たまちづくりですね。これは非常に大事な点で、私もこの課題をさっき言ったように絞りなが

ら質問をしてきたいと思うんですが、この町長のリーフレットですね。これ、非常に課題とし

ては僕はキャッチフレーズ、非常にいいと思います。もう少し具体的にいろいろ考えている、

ここで対話と信頼で町民が主役のまちづくりを推進とこういうふうにあるわけですが、ここら

でちょっとこういうことを今考えているよとか、こんな点を大事にしたいなとかということ

で、具体的に考えてられることがあったらお答えしていただきたいというふうに思います。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 私、後援会報でも対話と信頼で町民が主役のまちづくりを推進というこ

とで申し上げているところです。この対話と信頼といいますのは、森前町長さんが就任された

ときにそういう形で皆さん方にお話をされたことだと思います。そういう意味では私も町民の

皆さん、町議会の皆さんと十分な対話をして信頼関係を築いていく、それは基本だと思ってお

ります。そういう意味で森町長さんの継承、発展しながら継承していくと申し上げたのはそう

いうところでございます。加えて、町民が主役、これも全く当たり前のことでございますが、

あえて再度町民が皆さん方主役ですというようなことで申し上げた。そういった意味で私の政

治姿勢といいますか、そういったことで掲げたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） なぜこの質問を最初に入れたかといいますと、いわゆる対話と信頼で町

民が主役のまちづくり、私も学校現場におりましたときに、学校の主人公は子供たちというこ

とでいろんな取り組みをしてきました。町民が主役のまちづくり、僕はこれは何も町民が決定

権を持つとかということじゃなくて、むしろ町民の声、住民の声をしっかり聞きながら、そし

てその受け入れてそれ実現できる分をみんなと一緒になって考えながら政策化していくと、こ

ういうことだろうと思うんですが、といいますのも、これも前の、前々町政のこのさまざまな

点での混乱ですね、私クリーンセンターの問題もそうです、結局これ町民との対話不足だと思

うんです。結局町民との対話が十分できていてなかったために、いろんな住民のほうが、町民

が不安を持っていく。そしてそれが声に出てきたのがいろんな運動だったろうと思うんです。

その中には大きな署名運動が２回もありました。特に、クリーンセンターの問題と新病院の建

設の問題、これ町民の要求からいけば僕はクリーンセンターが先だったと思うんです。そうい

う協定を町民との間でしてるわけですから協定を守っていく。だけども、確かに病院の問題も

大事な点があります。そのときに、同時に進めなければどうしていくかということですね、同
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時に進めなければ。 

 ところが、本当に私思ったんですが、このときに町民の声が何から、この役場の職員の皆さ

んと、町長と、それと町民の代表も含めてですよ、みんなで一緒になって考えながら、今何か

ら手を打たなければならないかということで考えていったときに、僕は町民との約束でしてる

こと、これはやっぱりしっかり実行していかないかんですよね。ほいで、しかもクリーンセン

ターの問題は協定まで結んでいました。だから、これをまずやりながら、そして次の手がどう

打てるのかということを考えていかなければならないと思うんですが、なぜクリーンセンター

と新町立の病院の建設問題は同時に進行してしまったということの中で、僕は結局クリーンセ

ンターが後回しにされたというふうに僕は正直思っているんです。後で、ずっとこの議会でい

ろんな資料読みましたけれども、そういうことの中ではやっぱり住民との話し合いが十分され

ていなかった。ここに大きな一番の原因があるだろうと思うんです。 

 それでこの間で、私が議員になる前と、そして議員になった後の間に２つ大きな署名運動が

ありました。一つは新病院の建設の移転の問題、場所の問題ですね。ここにしてほしいという

町民のかなりの、これもかなりの署名集まったですね。次は人工透析の患者さんの署名です。

新病院建設に当たって、結局町民の声が十分聞かれていないということの僕は反映だと思うん

です。大きな署名が短期間で、人工透析の患者さんの署名はわずか数カ月で5,000人ほど集ま

ったわけでしょう。これ、僕はこういうのは、僕は町民の反乱だと思うんです。こういう言い

方したら失礼ですけれども、やっぱりそういうことに対しての住民の声が聞かれてなかった、

患者さんの声が聞かれてなかったということに対する怒りの声だと思うんです。これが署名運

動になってあらわれたと。その分で改善された分もあるし、そのまま突っ込まれた分もありま

すし、そういう点では町民との話し合い、対話、そしてそのことを通して信頼関係をつくって

いく。こういうことが一番大事かと思います。そういう点ではしっかりと堀町長もこの掲げた

公約、守りながら行政運営進めていただきたいと思います。 

 まず、それを最初に言いまして、次にその最初の役場改革、まちづくりをしていくときに、

やっぱり役場の職員の皆さんがどういう気持ちでその中心になって働くかということですね。

これは、やっぱり前の森町長もその点は言われておりました。やっぱり役場の職員の意識を変

えていく、それで明るい職場にしていく、元気な職場にしていく。そして、そのことを通して

町民に明るい希望、展望が持てるようにしていくと、こういう町政を進めていくんだという話

だと思うんですが、私、この間ちょっと、一番最初のころにも立候補したとき、議員になった

ときに言ったんですが、職員の間で待遇改善の問題で、臨時職員さんと正規の職員さんのこの

待遇がかなり違うということを聞いたんです。そのことを最初の議会のときに問題にしたこと

があります。そういう意味では職員の、非正規職員さんと正職員のこの待遇改善の問題、正規

の職員さんのほうは人事院勧告で守られますからそういう点ではまず大事にされますけれど

も、そのもとで一緒に働いている臨時職員さんですね、非正規の職員さん。この方たちがどう

なっているのかということも含めて、まず職員さんと非正規職員さんの人数の割合がわかりま

したら教えてほしいなと。新たに変化しているのか。僕が入ったころとはちょっと変化してい
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ると思うんですが、そこらでの人数の変化があれば教えてほしいなと。 

 それで、その待遇改善について今の行政の立場として町長のほうもお考えなことがあれば聞

かせてほしいなというふうに思っています。もし町長さん答えにくかったら総務課のほうでも

構いませんので。 

○議長（中岩和子君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） まず、役場職員の人員、人数についてでございます。 

 平成30年４月１日現在でございますが、本町正職員が205名、こちらは病院事業を抜いてご

ざいます。病院事業を抜きまして205名でございます。それと、臨時職員でございます。臨時

職員につきましても同じく病院事業を除きまして178名となってございます。 

 あと、待遇面でございますが、議員おっしゃいますとおり正職員につきましては地方公務員

法にのっとったものでございます。人事院勧告もしくは県の人事委員会の報告を遵守した上で

の待遇という形にはなってございます。 

 あと、臨時職員についてでございますが、現在最低賃金が時給777円と、和歌山県におきま

しては777円という形になってございます。こちら、７時間45分勤務ということで換算いたし

ますと6,022円という形になります。本町におきましては、一般事務の職員につきましては

6,400円という金額でお願いしております。こちら、とりわけ低い数字ではなく、東牟婁管内

においても高い数字かなというふうに考えてございます。 

 あと、それぞれ職種によって変わるんですが、一般事務、それから保育士等々、その辺で金

額、もしくは日給計算、月例計算というような方法で一概には申せませんが、現在のところそ

のような形になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） ありがとうございます。 

 パート職員などの非正規雇用、それから労働者といいますか、そして正規雇用の労働者、こ

の間に生じている不合理な格差の改善、これが目指していかなければならないということで、

今国のほうも具体的には動いてき始めていますが、基本的には同一労働同一賃金の原則です

ね、これをしっかり守っていかないかんのじゃないかなと思うんですが、現実にそれでも多少

の差じゃなくて、同じ職員の中で同じ仕事をしていながら、例えば賞与のときには一方ではボ

ーナスもろうてるのに一方では何もないと、しかも、その中には10年以上臨時職員から非正規

の方で勤務しているのに一切ないというようなことも耳にします。そうしますと、職員の間で

同じ仕事をしてながらそういった形での差が出てきますと。夏のとき、冬のときのその賞与の

支給というのは大きいですよね。 

 そのときにそれを見ていますと、同じような仕事をしていながら、今先ほどの話の中でもほ

ぼ半分半分ですよね、5.5対4.5ぐらいの割合で非正規の職員さんが入っている、臨時職の職員

さんが入っているわけですから、この方たちの待遇改善をしっかりやってあげないとやっぱり

職場の雰囲気というんですか、役場の雰囲気というのは改善されないですよね。お互いに疑心
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暗鬼な気持ちを持っていながらやられて仕事をしていたら、同じ仕事をしてて私のほうがあの

人若い人よりも私のほうが絶対できるはずやのに何でこれだけ、そういう気持ちというのは当

然起こってきますんで、そうしますと職場の中は暗くなってきますし、何よりも一番大事なの

は対立の関係が起こってしもうてはこれがもう決定的にまずいですよね、職員と非正規職員の

間で。だから、そういうことが起こってきますと結局は当然やる気がなくなってくる、意欲も

なくなる、そうすると職場が暗くなる。そうすると、その分は町民に対する風当たりになって

くるということで、いっときは私も町の役場の職員はなっとらんというようなことはちょくち

ょく、よく聞きました。だから、そういう点では改善しながら、そうしないと安心して町民が

役場に相談に訪れるとか、いろんなこと困ったときに来るとかということができなくなってし

まいますので、そこらはぜひしっかりと考えてほしいなと思うんですが、そういう職員の皆さ

んに対する待遇改善で例えばこういうことを今考えてますとかというようなことがあれば教え

てほしいんですが、ありませんか。 

○議長（中岩和子君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 臨時職員の待遇についてでございます。先ほど議員おっしゃいますと

おり、現在国のほうで働き方改革ということで、同一労働同一賃金というようなことが叫ばれ

てございます。今後、この辺につきましては方向性を見きわめる必要があろうかというふうに

は考えております。 

 職員の、臨時職員の待遇についてでございますが、現在那智勝浦町におきましては臨時職員

さんにおきましてもまず有給休暇、それから通勤手当、こちら平成29年度から通勤手当の支給

を開始いたしました。また、同じく平成29年から忌引休暇を与えるというようなことで始めて

ございます。そのような形での待遇改善と申しますか、正職員に合わせるような形でよきもの

とするよう処遇改善を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） それはそれで制度の問題としては考えてあげていただきたいなというふ

うに思うんですが、やっぱり生活していく上で直接やはり大きな影響を及ぼすのは給与の問題

ですよね。だから同じように、条例がありますから同じようには出せない、これはもうしょう

がないです。ただし、一定賞与の部分では、同じ正の職員さんと同じようにはできないのは、

これもわかります。だけども何もないとかということじゃなくて、ほんで私も新宮市の職員で

３年間、はばたきの家という不登校の子供たちの適応指導教室に入ってましたが、やっぱり臨

時のその報酬あるんですよね。だから、そのときにもらった、助かったよと、これで孫に何か

これで買うてあげれるなとか、実際に就職するときにはそれで背広を買うてあげれるとかとい

うようなことがありましたんで、やっぱりそういったときにちょっとした困ったときにその報

酬、言えば臨時収入ですね、そういうのがあったときには大変助かると思うんです。だから、

そういった面での考慮はぜひしてあげてほしいなと。みんなが気持ちよく働けていく職場の時

に、片一方ではたくさんのボーナスもらっている、片一方では何もないという、これでは同じ
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ように気持ちを引き締めて頑張ろうという雰囲気にはいかないと思うんで、せめて少ない金額

であったとしてもこれからも頑張ってくださいねという意味でぜひ対応してあげてほしいなと

いうふうに改善してあげてほしいなと思います。 

 そして、それとあわせて、次に子育て支援の問題に入りたいと思いますが、中学校給食の完

全実施に向けてということで私も前回質問させていただきました。この間、親子方式とセンタ

ー方式の２つで考えるって聞いたんですが、自校方式の考えはないんでしょうかということで

まずお聞きしたいと思います。 

○議長（中岩和子君） 教育次長寺本君。 

○教育次長（寺本尚史君） 中学校給食の関係でございます。 

 現在、教育委員会におきまして教育委員さんとも協議を重ねてまいりました。その中におき

ましては、現在財政的な面等々鑑みまして、ちょっと自校方式というのは難しいというふうに

考えております。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 財政面、それから施設面等で自校方式がとりあえずは難しいなというこ

とで、ただそうなってきますと次に向けて、次にどれがええかということになってきますと、

僕は親子方式になると思うんですが、ただ、前回も言いましたように、私カーリング女子のも

ぐもぐタイムの事例を挙げて紹介をさせていただいたんですが、自校方式の長所、利点です

ね、これをもう一回確認しておくことでいずれは、今すぐできなかったとしても長期的には子

供の食の安全、それから食育、それからその他に対応できるために自校給食をぜひ考えていっ

てほしいなということでお願いをしたいと思うんですが、利点、もう一回再度確認をしておき

たいと思います。 

 前にこれ私言ったやつですが、一つは地域の人の顔が見えるので安心・安全の給食の、そし

て給食の温かみがあると、こう言ったんですね。それから、災害のときに食料確保ができる

し、そして災害の拠点にもなり得ると、これが２点目ですね。そして地産地消の食材確保もで

きるということです。３点目に、将来的には地域単位での、例えば福祉弁当の確保、今社会福

祉協議会ですか、あそこのほうで、私もきのう福祉弁当配布に行ってきましたけれども、そう

いう地域単位での福祉弁当、食材があれば一緒に子供らの給食つくるときにそういう対応も僕

はできてくると思うんです。これをやろうとしているのが今太地町でこれやろうとしています

ね。そういった点で３つ目。４つ目に、何よりも安心・安全の給食で豊かな栄養、食育、そう

いった核を通して地域に根づく子供たちの育成にもつながってくるんじゃないかと、僕はこれ

は食育の問題として大事な要素だと思うんです。そういう意味ではこの言った長所と利点、こ

れを頭に入れて将来的には今すぐいかなくても自校方式を考えていただけないものだろうかと

いう点で御返答をいただきたいなと思います。 

○議長（中岩和子君） 教育次長寺本君。 

○教育次長（寺本尚史君） 今議員申されました給食の関係でございますが、教育委員会で話を進

めており、また逐次総務常任委員会にも報告させていただいているところではございます。 
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 そしてまた、これから学校給食検討委員会というものを立ち上げまして、今議員申されまし

たような形、安心・安全な学校給食について。それと中学校給食導入の意義並びに実施方式の

企画検討について。そして学校給食施設について。食育の観点から、また地産地消の推進につ

いて、そしてリスク分散の対応について等々を検討させていただくように今考えております。 

 福祉のほうの関係については、ちょっと私どものほうでは今のところ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 福祉弁当のほうはそういう対応もできますよということで、今後その課

に対応する課があると思いますが、そういったほうでもぜひ検討していただきたいなというふ

うに思います。 

 自校給食のほうを最終的には考えていただきたいのはもう再三申し上げたいと思いますが、

くれぐれもセンター給食だけには絶対になっていかないように歯どめをしておいていただきた

いなというふうに思います。といいますのも、この間食中毒でノロウイルスやいろんなことが

県下各地で出てきております。そして、これが大変なことになってきますので、ぜひそういう

点で気をつけて、少なくともセンター給食にはしないということだけはぜひ確認というんです

か、検討をぜひお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、これも教育委員会になるんでしょうか、前にも言いましたが準要保護家庭の子供に対

する入学準備金の問題です。 

 最近、これは先ほど子供、安心して、堀町長のほうが言われています安心・安全で子育てが

しやすいということとあわせていろいろ質問させてもらっているんですが、準要保護家庭の子

供たちの入学金の問題ですが、生活準保護を受けているような方、入学前にお金をそろえてそ

れを準備するというのは大変なんで、それが前もっていただければ準備が気持ちよくできて、

子供たちも安心して入学できるということになってくるだろうと思うんですが、ぜひその点に

ついて考えていただきたいなと。特に最近の子供の貧困の問題、これが大きくクローズアップ

されております。この問題は、子供の貧困というのはやっぱり親の貧困の問題だと思いますん

で、そういう子供たちが、そういう家庭の子供たちが学校へ行くのを楽しみにしている、それ

を気持ちよく送り出してあげるためにもぜひこういう制度の検討で、聞きましたら、他市町村

ではもう既に動き始めているということを聞きましたので、本町ではどうなっているのだろう

かということで、もしまだできていないのであれば早期に対応していただきたいというふうに

思いますが、そこらはどうでしょうか。 

○議長（中岩和子君） 教育次長寺本君。 

○教育次長（寺本尚史君） 就学援助の問題でございます。 

 現在本町におきましては、小学校、中学校の１年生の場合、夏ぐらいに１回目の支給をさせ

ていただいておるところでございます。今議員申されましたように、近隣では串本町と、よう

やくことしから、今年度からといいますか、昨年度29年度末始まったと伺っております。私ど

ものほうにおきましても実施に向けて検討しているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） ぜひそうしていっていただけるのと、それから、以前やれていなかった

ところでは、結局前にもらってしもうてよそへ転出されたというそういう事例があったので困

ったということで対応に困られている自治体があったというようなことで事前の支給をしてな

いところもあったようですが、最近はもう国のほうからのいろんな指導も含めてそういうこと

でやれというふうになってきていると思いますので、ぜひ対応を来年度からすぐできるように

してあげていただきたい。その際に、そういう児童の抱えているお子さんのところには周知徹

底して、気持ちよく受けられるようにしてあげてほしいなというふうに思います。それが、安

心して子育てできる環境をつくっていく、こういうことだろうと思います。 

 そして次に、関連しての質問ですが、学童保育の問題も同じです。これも前回言わせていた

だきました。下里小学校で４年生で実施がすぐスタートしたということで、まだ５、６年のほ

うは進められていないと、施設の問題もいろいろあるということでしたが、若い共働き家庭で

すね、御夫婦が安心してこの町で住み続けて、子供を育て大きくして、そしてこの町に住んで

よかったなと言えるまちづくりにしていくときには、やっぱりこういった問題、小学校の高学

年までその親も安心して働ける、そして子供が預けられる、そこで預けたところではしっかり

と指導員の皆さんも一生懸命になって頑張ってくれていると、そういうことが生き生きとする

まちづくりの大きな鍵になってくると思います。そういう意味ではぜひそれをしていっていた

だいて、それが引き続き児童館の建設とか、今そういう声も上がっておりますが、そういった

声にも生かされてくるということになると思うんですが、ここらあたりの流れについては子育

ての意味で安心して子育てができるという意味での町長の御見解を聞きたいなというふうに思

いますので。 

○議長（中岩和子君） 教育次長寺本君。 

○教育次長（寺本尚史君） まず、先ほどの入学支援の関係でございます。 

 総務常任委員会でも報告させていただきましたが、議員申されましたように、事前支給の後

転出というようなことも考えられますので、そのあたり今実施している市町村の話を伺いなが

ら今検討を進めさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 今後、安心して子育てができるということで、具体的には全て承知して

いるわけではございませんけれども、今現在行っています施策の再検討をして、そしてその中

で次にどんな支援策がいいのかということを十分考えていきたいと思っています。その中で

も、将来の人口の推移ですとか、いわゆる財政面、それと防災の観点から施設の設置をするん

であればその場所、そういったものも十分検討して、子育てだけではなくて安心・安全のため

のことも考えながらいろんな施策を進めていきたいと、ちょっと理念的になって申しわけない

んですが、具体的には今行っている施策の再検証をしてよりいいものを検討していきたいと、
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そういう考えでございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 支援策の検討をしていきたいということでの御答弁でしたが、ぜひ安心

と安全の子育てができるまちづくりにしっかりと検討をしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 その中でも、私最近各自治体等の動きの中で気になってきて、特に少子化対策と子育て支援

の取り組みの中で、医療費の無料化がうちは中学校まで前々町政のときになりまして、今はそ

のことも高校までの医療費の無料化については考えられないのかということで前のときも言っ

たんですが、今和歌山県下の中でいろいろそういう高校までの医療費が無料化になってきてい

るところが生まれてきていると思うんですが、そこらの状況わかりますか。住民課なるのか

な、済いません。 

○議長（中岩和子君） 住民課長田中君。 

○住民課長（田中逸雄君） 医療費の高校生までの無償化につきましては、県内10市町村で実施さ

れております。近隣でございましたら東牟婁郡内では太地町、古座川町、北山村、以上が実施

しているという状況でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 県下では10市町村ということですが、先ほどの中学校給食の問題では全

県下で最後に残ってしまいましたので、そういうこともあわせていきますとできるだけ子供支

援にかかわる問題はしっかりと対応をしてあげてほしいなと思うんですが、これ、やっぱり少

子化、それから人口減少に伴う過程の中で、今どの自治体も何とかして町からよそに子供が逃

げていかないようにとか、少しでもほかから受け入れることの態勢ができないかとかというこ

とも含めて、やっぱりみんな大変な思いで予算化をしているというのが実際だと思うんです。

そういう点では今小さな自治体がそういうふうにして大変な予算を組みながらやっているわけ

ですが、予算的にはどのくらいかかるか、どこかで調べてもらったところはありますか、ない

でしょうか。 

○議長（中岩和子君） 住民課長田中君。 

○住民課長（田中逸雄君） 粗い試算でございます。想定の受給者数が高校生300名、そして年間

医療費全体額で2,450万円、そして自己負担分がその３割ということで735万円、もしこの高校

生の医療無償化ということを実施した場合、この735万円が新たに財源として必要になるかと

考えております。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） ありがとうございます。そういうのを調べておいてくれてありがたかっ

たですが、やっぱり子供の子育て環境をしっかり守っていこうと思ったときに、持ち出しが

750万円とこう考えていきますと、町としての持ち出しは一定の部分でもやれるような気もす

るんですが、できるだけそういう早い、先ほどの子供の支援策、総合的に検討していきたいと

いうことの中ではぜひそういったことも含めて検討していただいて、早急に対応できる分はし
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ていただきたいなというふうに思います。要は、お金があればすぐに実現できるわけですけ

ど、今いろんな課題を抱えて大変なときです。財政の厳しい中でやりくりをしていかなきゃな

らない、そういう意味では大変なこともよくわかります。早急にぜひかかっていきたい。 

 次に、同じく町民が安心して過ごしやすいということの中で、高齢者の問題です。 

 私もあともう５年すれば後期高齢者になるわけですが、いつまでも元気に生活できる、そう

いう自分なりには、私は体育の教師もしてましたんでトレーニングをしたりして気を使ってい

るつもりですが、私こっちへ帰ってきて一番びっくりしたのは、こちらのほうで僕はこういう

自然な地域の中で環境もいいし、皆健康に過ごしているんだなと思って帰ってきたんですが、

同級生見ましても結構糖尿病を患っている方が多いんです。僕も同級会でちょこちょこ集まる

んですが、何人かおります。そやから、少ない人数の中で結構糖尿病、結局運動不足だと思う

んです。近くであればここらは、僕らは都会へおったらすぐちょっと行くときはもう歩いてい

きますけども、ここらはすぐ車を利用するというのがありまして、意外と歩いていないという

のが実感でした。そういう点では、高齢者も健康保持のためにそういう取り組みを考えていっ

ていただきたいなと思うんですが、この間総務常任委員会のほうで聞きましたら、お年寄り向

けの、高齢者向けのソフトなスポーツをいろいろやっておられると聞きましたんで、そういっ

たことも進めながらぜひ高齢者が安心して元気よく生きていける社会をつくっていかないかん

とは思うんですが、そういう点では高齢者の方が今度は制度面の面で、先ほど巡回のバス、町

立病院ができましたら巡回バスの問題も前回ぐらいから具体的になりつつありますが、この間

の総務のほうでも今一業者との間で話が今詰まっているという話を聞きましたが、私も近所の

人とお年寄りなんか話したときによく聞くのは、病院まで歩いて行きたいと。それが一番健康

的ですよね、歩いていくのが。お年寄りであったとしてもゆっくりでもええから時間かけてい

けば一番いいんですが、そのときに言われるのはやっぱり遠いという。 

 そのときに巡回バス等が必要になるわけですが、この間の説明ではいつどこでぱっとこの区

間はどこの場所であっても手を上げたらとめてもらえますよというような説明もありました

が、歩いて行こうと思って、ちょうど歩いて行けない距離でもないけど行こうと思ったとき

に、やっぱり途中でしんどいと休む場所がないとか、それとトイレ行きたいけどトイレ行きた

くなったときにどこもないとか、そういうこともあって結局は楽なほうがやっぱり選択をして

しまうというわけですね。そういう点では年金で生活している人たちがこの安心して病院まで

行こうと思ったときに、簡単にすんなりすっとタクシーも使えないというようなこともありま

す。巡回バスのシステムができましたら、それに乗って行けばいいわけですけども、そのとき

に僕は話してて思ったのは、１回100円の今案が出ているんですね。そうしますと、おりてし

まうともう乗られへんですよね、100円。そのためには、例えば大阪市ですとかシルバーパス

みたいなのがありましたですね。ああいう感じで町内のお年寄りで一定の金額を払って、それ

がどのぐらいが一番いいか、2,000円がいいのか、3,000円が、例えば一月乗る分にですよ、そ

れはまたその要所で、その課で検討してもらったら負担もできるだけ抑えていただけるように

して考えていただければと思うんですが、そういうシステムがあれば、パスポートで行ける、
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いわゆるシルバーパスみたいなやつであったら乗りおりが自由にできる。それで１回乗ろう

が、２回乗ろうが同じ値段で行けるというようなことになりますと、一々、１回乗る分で、い

ったら１日に１回乗るとして100円としたら月間で3,000円ですよね。そしたら、それ2,000円

のシルバーパスであれば、チケットであれば、定期券であればもっと安く自由に乗れるわけで

すから、そういったことも含めてお年寄りが、高齢者が安心してそういった巡回バスも利用で

きる、こういったほうを検討も、これもしてほしいなというふうに思います。課題はたくさん

あると思います。 

 そうしますと、例えば薬局の近くでぽんとおりて、ほんで次のバスが来るまでちょっと待っ

て、ほれで次のバスで乗っていくとかというようなことも可能になってきますんで、ぜひそう

いうところでも考えてほしいと思うんですが、そこらはどうでしょうか。巡回バスの点では、

検討のほうはしてもらえませんでしょうか。 

○議長（中岩和子君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 巡回バスということでございます。 

 現在、総務課におきまして天満・勝浦地内を、それと新病院を巡回するバスということを計

画してございます。あわせまして、宇久井地内において巡回するバスということで計画してい

るところでございます。 

 高齢者に安心でというようなことでございます。現在、本町におきましては70歳以上の方を

中心とした福祉乗車券を無料で配布してございます。また、町営バスにつきましては回数券、

10回で11回分というふうな形の回数券ということを発行してございます。議員おっしゃいます

シルバーパス的なものということでございますが、今現在町内天満・勝浦地内におきましての

地域におきまして、特に民間事業者等もございます。そのような関係で、福祉乗車券というこ

とで発行しておるんですが、シルバーパスということでいいことかなというふうには考えてお

ります。その辺で検討させていただけたらというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） ありがとうございます。そういうことを考えていかないと、本当にこれ

からの年金生活者の生活、今後さらに大変になってくると思います。高齢者の方が安心して町

で元気に歩いている姿を見れるというのは地域の中でも元気が出てきますんで、そういう意味

では安心して町にお年寄りの方がたくさん出て、いろんなところで生活しているなという雰囲

気が伝わってくるのも僕は大事じゃないかなと思うんです。 

 といいますのも、私もこの間も聞かれました、70歳を超えている方が何か仕事がないかと言

うんです。やっぱり年金だけでは生活できない。そういうことの中で出てくるんです。私この

間新聞読んでましたら、高齢の単身の方がこの生活保護利用、大幅にふえてるんです、大幅

に。ということは、これはうちにも直結してきます。できるだけそういうことを少なくしてい

くためにも、高齢者が元気に町の中出歩いて、そして自分の人生を楽しんでいることも含めて

いける雰囲気をつくっていかないかんのじゃないかと思うんですが、こういうところをしっか
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り取り組んでいかないと結局高齢者の方が、特に単身家庭が多いです、ここに書かれているの

は。３月は164万世帯とかという形で出されていますが、ぜひそういう形での高齢者が安心し

て生活できるスペースを広げていくという意味でぜひ取り組んでほしいなと。下層老人、それ

から老人漂流社会、それから老後破産、こういった高齢者のいわゆる大変な姿ということが言

葉にされて久しいわけですが、そういった事態が今度さらに今の大変な中で、年金もだんだん

引き上げられてくると、支給が、というようなことが考えられている中で、高齢者も安心して

生活できる、10年、20年先を見通したまちづくりをぜひお願いをしたいなと思います。これは

町長のほうのお気持ちというんか、今後の見通し等の問題ということで10年、20年を見据えた

中での意見があれば聞かせていただきたいなと。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 高齢の方々の福祉施策で、本当に困った場合の最後の受け皿といいます

か、そういったものは当然必要ではないかなと考えてございますが、より高齢者の方々が健康

で生き続けていただきたい。そのための生きがいづくりといいますか、先ほどスポーツなんか

も数多くされておりますので、そういったものに十分御参加いただけるようなさまざまな健康

増進につながるような、そういったことをしていくべきではないかなと。ただし、最後本当に

お困りの方々につきましては、最後の受け皿をきちっとしていくと、そういうことは変わらな

いとは思いますが、今後10年、20年、人生100年と言われている中でそういったことも視野に

入れながら長いスパンで健康づくり、健康増進のための施策なんかも必要ではないかなと。こ

ちらも具体性がなくて申しわけないんですが、あくまで理念というような形でそういった考え

方でおります。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 長期的なスパンで考えていくためにはやっぱり理念が大事なので僕はそ

れで結構だと思うんですが、具体的にそういった問題を検討するときにはいろんな角度から考

えていただければなと思います。 

 それから次に、若者と子育て世代の問題で、安心して住めるまちづくりということでいろい

ろ質問の準備を考えてたんで、そこらで具体的にすぐこれ答えろ言われても、先ほどから言う

ように難しい部分がありますので、それはそれで結構だと思うんです。ただ、流れの、これか

らの将来的な見通しの問題としていろいろ町長等で考えておられることがあったら積極的に意

見を言っていただければと思うんですが、若者と子育て支援の中で、僕前のときも、建設課長

が前の課長さんのときに雇用促進団地、これを若者の低所得者の住宅支援として確保していく

べきじゃないかというふうに言うたんです。ちょうどそれは民間に売り出している、雇用促進

団地を売り出しているということの中で競売にかけているということが全国的に流れてありま

したので、うちは利用率が非常に高いですね、雇用促進団地の。そのときに、私たまたま新宮

で消防署の署長をしていた同級生がそこの管理者を、退職してです、管理者をやってまして、

彼はここを絶対買うといたら得やでと言うんです、絶対損しやへんと言う。何で買わへんのや
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ろなとそのとき言うてて、私そのこともあったんでここで提案をさせてもらったんですが、残

念ながらそれはちょっと予算的に無理だということで、それで5,000万円の予算で売りで出さ

れたんですけど、現実に言うと串本なんかいったら2,000万円ぐらいで買ってるんですよね。

だから、そういうことの交渉もできたはずだと思うんですが、残念ながら確保ができなかった

ということで、あと何年かしたらあの人たちは徐々に出ていかないかんなるんですよね。 

 ほんで、低所得の人であそこ物すごいありがたいですよね、家賃安いし。ほんで、きれいに

リフォームちょっとしてもろうたところもありますし、そういう意味では全部が完全にきれい

になっているわけじゃないけれども、十分に安心してここで生活できますよとこう言うてたん

ですが、あとがないんで、そこらあたり町長さんとして今後そういうふうに変わるものとかと

いうものがないもんなんだろうかと、若者支援という意味で。若者の、ほいで子育て世代の支

援、住宅支援になってきたらほかのところでは支援策としてどんなところには何ぼの支援をす

るとかということで具体的に取り組んでいるところもあります。だけども、それができないん

であればそういった別の形でできることも含めて検討していただきたいなと思うんですが、そ

ういう若者、安心してここで住んで生活できるという、そういう住宅支援の問題とかそういう

ことで検討をしていることはないのかなということでお聞きします。 

○議長（中岩和子君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 以前の議会で議員のほうから雇用促進のほうの取得について再度交渉

してはどうかという御提案をいただきましたが、平成28年５月31日に国のほうで一般競争入札

も始められましたので、正直期間的な問題もありまして交渉は行ってはございませんでした。 

 そうして今後ですけども、住民の町営住宅の建設等の要望がございましたら、建設場所や規

模等にもよりますが、上司とも相談しながら検討させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） やっぱり家賃が、若い人家賃どうですかと言ったら、やっぱり高いから

支払うのでかなり生活を圧迫されるということはよく聞きます。もともとお父さん、お母さん

が住んでられた後に住んでいるとかそういうことでうまくいっている人もおれば、そうじゃな

くて２人で一生懸命働きながら大変な家賃を払っているということもありますので、そこらで

そういう住宅支援も含めてまた考えていただければ。それから、そういう町営のほうで建てれ

る余裕がもし出てくるのであれば、そのことも含めて考えてほしいなと思います。 

 以前、あそこの病院が新病院に変わるといったときにちょこっと耳にはしたんですが、例え

ばあいたところに県営住宅をどうかというような声もあるというのはそのころにちょこっと聞

いたことがあります。そういう点でもああいう跡地の問題でいろんな活用ができる分があれば

ぜひ検討をしていただきたいなというふうに思います。 

 ほんで、そういうことでいろいろ質問させてもらいましたが、この子育ての問題で、若者支

援もそうですが、やっぱり人口少しでもふえていくということが僕は大事じゃないかなと。ほ

んでこの一般質問の項目の中で最初のほうにこの人口１％をふやすための取り組みできないか
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ということでの私は質問項目で挙げたんですが、この間熊野新聞で見てたら、北山村で園児が

ふえて非常に元気をもらっているという写真と報道がされておりました。確かにすごいなと。

ああいう山の中で大変なところですが園児がふえてくるというのは私らも元気をもらえます。

こちらで、ほんなら勝浦のほうでないんかと思って考えてみましたら、ありますよね、色川の

大野の保育所ですね。ここは小さな子供たち、園児の声がよく聞こえます。散歩している姿も

見かけます。そのときに、ここで来られている子供さんたちの親は結局Ｉターンの人が多いで

すね。だから、そういうことでその２世が今ほとんど入っていると思うんで、Ｉターンの人た

ちの。もうそろそろＩターンの３世の子供たちが入ってくるという時期に入ってきてるんじゃ

ないかなと。何か子供が、Ｉターンの２世の、私Ｉターンの２世ですと、この間色川に行った

ときにお目にかかった方がそう言っておられました。その子は小さいお子さんを背中に背負っ

ておられました。そういう意味では、２世じゃなくて今度は３世の方が入所をしてくるとい

う、これは言えば人口がふえてくるということでありがたいことで、そういう点でのころだと

思うんですが、そこらつかんでおられますか。 

○議長（中岩和子君） 福祉課長榎本君。 

○福祉課長（榎本直子君） お答えします。 

 大野保育所の園児の件でございますけども、現在大野保育所園児10名いらっしゃいます。そ

のうち、全員Ｉターンの方の関係でございます。その中には、３世の方もいらっしゃいます。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） もう３世の方入っておられるんですね。この間行ったとき、まだちゃう

かということがちょっと私聞いてましたもんで、もうそういう時期に入っているのかなと。そ

ういう意味では心強いというんか、そういった取り組みも含めて人口をふやしていく取り組み

を考えていかないかんのじゃないかなと思うんですが、これ私、前森町長に紹介していただい

たんです。田園回帰１％戦略の問題で、人口をふやさんことには過疎の地でも消滅していくだ

け、それを待つことになりますので、少しでもふやしていくと。１％であれば那智勝浦町１万

5,000ですから150人ですね、年間でこれだけふやしていくという取り組み、これを何とかでき

ないだろうか、いろんな角度、先ほどからそのためにいろいろ質問もしているわけなんです

が、そういったことを通して少しでも１％の人口をふやしていく。これは移住者、それからＵ

ターン、この私もＵターン組ですが、Ｉターンの人、こういった人たちを受け入れるスタイル

ですね、これをどう広げていくかということをやっていかないと、自然増で生まれてくる、出

てくる人口増だけではいかないですよね。その逆に高齢者の方がどんどん亡くなるということ

も年間では多いわけですから、だからそういう意味で言ったら差し引き逆にマイナスになって

しまいますから、いろんな意味での人口増加を考えていかないと。それで、人口がふえるとい

うことは所得はふえるわけですよね、町の。だから、そういう意味では元気も出てきますし、

だからそこらの方策をどうしたもんだろうかということで、私これ読んだときに、あ、いろん

なことしてんのやなということを実際に思ったんです。森町長、これぜひ読んでみておもしろ
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い、前町長がおもしろいで読んでみいって言うたんです。ちょっと教育長室行ったら置いてあ

ったんですよ。これ持ってっていいよというから、いやいや、僕自分で買うて読みますわ言う

て、言うて買ったんですが、この１％戦略でいろいろ書かれているんです。 

 その中で、ここで言われている島根県の例が、いわゆる中山間地域――ここで言うたら色川

みたいなもんです――ところをいかに人工的にふやしていくかということの取り組みの中で、

人口をふやしていっているという事例があるんです。それは、やっぱり移住者も含めてのこと

を考えていかな、これは僕ここで質問したらもうこれだけ長い時間になりますんで、もうしま

せんけども、そういうＩターンの取り組みやそういったことも含めて今後考えていることがあ

れば何かちょっと教えてほしいなと。まだ考えてなければこれから考えていけばそれでいいと

思うんですが、人口増のために何か考えていることがあれば教えてほしいなというふうには思

うんですけれども。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 人口増の取り組みでございます。 

 那智勝浦町は現在、大ざっぱな数字でいきましたら毎年300人から400人ぐらい減少をしてい

ると認識しています。特に昨年は400人を超えるような人口減少でございまして、全国的にも

いかに人口減を少なくするか、そういう対策でいわゆるまち・ひと・しごと創生総合戦略とい

うのは各市町村でもございますし、那智勝浦町でも策定をしてございます。那智勝浦町でもこ

れから10年間、大体でいきましたら2,500人ぐらい減るんじゃないかというような推計の中

で、町のいろんな施策でもって2,000人ぐらいに、これ本当に大ざっぱな数字なんですけれど

も、そういったことで人口減をいかに減少させるかというようなことを検討してございます。 

 いわゆる企業誘致とかということもございますが、これは私担当もしておりましたので、な

かなかそれは難しいかなというふうに考えております。そんな中で、今ＵＩターンについて特

に成功事例といいますか、色川地区がＩターンの方がたくさんいらっしゃいます。それは、私

個人的に思っているのが、昭和60年ちょっと前ですか、そちらに移住された方が色川の区の皆

さん方と十分なお話をされて受け入れを十分してきた、その結果ではないかなというふうに思

っております。それが、長い歴史の中で大野保育所が10名ですか、ほとんどがＩターンという

ようなことになってございますので、その色川の成功事例を町内各地でいろんなポテンシャル

があると思います。漁業ですとか、スポーツでいくとマリンスポーツ、釣りですとか、そうい

った趣味の方々がこちらに来られて移住されている方もたくさんいらっしゃいます。そんなこ

とを十分ＰＲしながらＩターンにつなげていきたいと思っています。 

 北山におきましては、実は僕前職で北山村のひと・まちづくりの戦略にもちょっとかかわら

せていただいたんですが、北山の戦略ではＵターン、高校を出て、大学を出て、都会に就職す

るけれども、行く行くは特に娘さん、旦那さんと子供さんを連れて帰ってくるようなそういう

戦略をお持ちだと。ここで披露してもどうかなと思うんですけども、そういったことの戦略が

あって、毎年子供を３人つくっていって、小学校も中学校もそういう形でずっと続けていける

ような、そんな戦略を練られておりました。そういう意味でも那智勝浦町はいろんな可能性が
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あると思いますので、そういった可能性を十分に発揮をして、Ｉターン、Ｕターンにつなげた

人口増の施策、もちろん安心した子育ても必要だと思うんですけれども、そういったことを総

合的に考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 実は私も大阪から帰ってきたときに色川の、うちの母親、親の里は色川

の奥なんで、大野地区よりまだ奥になりますが、帰ってきたときに、大野のところを歩いてい

るとちいちゃな子がきゃっきゃきゃっきゃいう声がしたときに、えっ、こんなところで子供

の、ちっちゃな子供の声が聞こえるわと思ってびっくりしたこと、それがＩターンの人たちの

子供たちが園児として通っているということを知って、こういう取り組みは大事にしていかな

いかんなと、そのとき始めて思ったわけですけども、それまで都会におるときはなかなかそこ

まで目が回りませんので、ほんで、こっち帰ってきたらそう思ったんです。 

 そうしますと、やっぱりここで宇久井のニュータウンなんかは結構よそから来られた移住者

が多いんですよね。私も何人か知っております。その中で、不便さを感じてもう帰られた方も

おります。逆に、こっちへせっかく家族で来たんだけれども、結局娘さんらがもう向こうにお

るために、そんな不便さもいろんなこともあって、結局また別の方はその娘さんの住んでおら

れるところへ行かれたとかという方もおります。だから、そういう人たちがせっかくこっちへ

移住してきてくれた人たちが安心してここで伸び伸びと生活できるという状況をぜひつくって

いくことを考えてほしいなとは思うんですが、そのときに、ある僕の大阪でおったときの同僚

の中で一人ここまで見学に来たんですよ、ええところやからと言うて。ところが業者の説明

と、業者は便利さを言いますよね、いろんなことを言う。ところが実際に住んでみてやっぱり

違うなということで、向こうのほうが住みやすいということで帰った方もおられます。 

 そういう意味では、ぜひそういう移住者が安心して生活もできる、そして先ほど町長言われ

ましたようにＵターンのそういう若い夫婦たちが安心して家族をこっちへ連れて帰ってきて生

活できるよというような環境をどうつくっていくかということにはやっぱり力を注いでいきた

い。そういう意味で、僕は色川は、ああいう色川の中山間地域、ここでの移住者の受け入れと

かというのは、僕は積極的に推進すべきだと思うんです。ほんで、これはＩターンだけじゃな

くって、ある人とそういうところでずっと詳しくして、これは町内に住んでおられる方、この

間きのう話をしてたんです。意見ないかというて聞いてたんですけど、そうしたら、やっぱり

皆さん観光でここできれいなところといったら温泉、それでは来るけれど、もっと色川のほう

を観光で来る人もたまにおるということを忘れんといてほしいというんですよ。あそこを見に

来る人があるんです。僕は、大阪からいろんな人が来たときに、天候がよい限りは、天候がよ

いというか連れていける限りは色川のあの山間の地域の生活している姿を、山の斜面にはいつ

くばって皆さん生きている、頑張っている、それを、あれを見ておったらみんなやっぱりびっ

くりしますね。あ、こんなして生活してるんだなと。そこに、僕らから見ても色川のあの地域

の光景というのは、これは太地の建築士さんも言っておられた、この光景は全国どこでもそん
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なに見えるもんじゃないですよって。だから、ここの生活を大事にせんと。ここは田畑が、

段々畑がありまして、肥えた水の源になるわけですね。それが漁業の発展につながっていくわ

けでしょう。だから、そういうところをしっかり大事にしていく、それが10年先、100年先と

いうところで那智勝浦町が存在して生きていく大きな拠点にもなり得るんじゃないかと。 

 ここで、この拠点づくりの中でこういう文言があるんです。これは、小さな拠点は田舎の田

舎の定住のとりでというところで、これ、国土交通省が出している政策的な課題を取り上げて

言うております。過疎地域の中の集落で人口減少や高齢化が進む中、食品や日用品を扱う商店

や診療所が閉鎖するなど、日常生活に必要なサービスを受けることが困難になるとともに、コ

ミュニティー機能が低下している。こういう状況を受けて2013年から集落地域における小さな

拠点づくり、これを形成を新しい政策として打ち出していくと、こういうのがあるんです。そ

ういったことでうまく何か活用できるものがあれば引き出しながらぜひ取り組んでいってほし

いなというふうに思うんです。 

 そして、その今観光客で来られる方にもこういう全国どこ行っても見られんような光景あり

ますよという紹介をする中で、色川への移住者とかそういうことを募っていくことも含めて、

そういったところの条件整備も進めていく必要があるんじゃないかなと思うんですが、ぜひそ

の点は検討していきたいというふうに思います。 

 その次に、私は観光問題ちょっと触れましたので、観光のところで次の項に入りたいと思う

んですが、町長のほうで観光資源の高いポテンシャルを生かした観光戦略を策定とこう書いて

いるわけですが、政策的に話すべきことがあれば教えてほしいんですが。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 私、以前から観光資源の高いポテンシャルを生かしてということで、那

智勝浦町は本当高いポテンシャルがあると思います。本当に気づかないものもありまして、那

智勝浦町は６つの里が合併をして那智勝浦町になったということを聞いておりますし、宇久井

から浦神まで本当にすばらしいものがあると思います。それは、住んでいる方々がなかなか気

づかなくとも、訪れた方が本当にすばらしいと、先ほど色川の大野の景色とかとおっしゃいま

したけど、まさにおっしゃるとおりでありまして、地元の人は普通の風景かもしれません。そ

れがそうではなくて、来られた方が本当にすばらしいと言ってもらえるような、そういう意味

では地域の方々が観光資源を再度見直していただきたいなというのがございます。 

 具体的には、私の頭の中ではいろいろあるんですが、一つは町なか観光で、にぎわい市場も

オープンすることになりますが、そこを拠点というんではなくて全てが拠点となって、それぞ

れ相互に行き来ができるようなマップの製作なんかも指示をしておりますし、そういったこと

をきちっと来られた方が本当に喜ぶようなそんな仕組みであったり、マップをつくっていきた

いなというふうに思っております。 

 観光ポテンシャルの一つ、那智の滝は大きいんですが、世界遺産を生かしたということであ

れば熊野古道のルートの御案内、特に追加登録されたかけぬけ道ですとか大辺路、そういった

ことを半日、あるいは１日で歩いて回って帰ってこれるというようなルート設定の御案内です
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とか、もちろんそこには必要なところに必要なトイレがあったり、そういったことと、インバ

ウンド対策としては多言語対応のいろんな標識関係ですね、そういったものは十分していかな

くてはいけない。これは新たな取り組みではなくて絶対していかなければならないということ

だと考えております。 

 そういったことで本当にポテンシャルがありまして、一つ一つ挙げれば切りがないと思いま

す。あくまでやっぱり来られた方が満足して帰っていただける、そういったことのリサーチと

いいますか、マーケティングといいますか、そういったことも十分勉強しながらそういったル

ートなり、観光資源を新たに発掘をして誘客に努めていきたいなと、そんなふうに考えてござ

います。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 確かに今町長言われましたように、ここには地元でおって気づかないと

いうのがかなりあると思います。この間も話をしてたら、那智勝浦町の町の中には脇仲倶楽部

というのがありますよね。あそこで前にマグロ漁の話を前の町会議員やってた山縣さんとか、

あの人は妹さんやったかな、とかがあそこでいって話をしているのを一遍聞きに行って写真撮

ってフェイスブックで流したことがあるんです。こういう取り組みをしてますよとかという。

だから、修学旅行の子供たちの受け入れも含めてですが、そういったことで町なかの昔からの

ある高いポテンシャルというんか、そういうやつをしっかりと見て、ほいで引き出していく、

そしてそれを活用していく。ほいでここへ来た人はもう最近は別にその景色とかマグロ、そう

いうことだけじゃなくて、熊野古道をじっくりと歩いてくる方もおられるわけですから、町の

中のそういう昔からある勝浦のよさのものを。やっぱりこの間、これはおとついかな、聞いて

ましたら、僕らは勝浦の、もともと漁師の息子で育った子らですが、あそこの脇仲の、脇の谷

あたりの一帯というのは僕らの誇りですと言うんです。これ、ほかで住んでるよそから来た人

にはわからへんなと。だから、あそこに脇仲倶楽部っちゅうのがあるのは、僕らはそれなりに

受けとめているって彼は言うんです。それだけの思いがあるんです、あそこの小さな集落の奥

まったところでも。だから、それは大勝浦等も一緒だと思うんですが、そういう町なかのいい

ところ、昔から残っているようなところをしっかり保存していく、そしてそれも観光に生かし

ていくということも含めて、その潜在能力を引き起こしていくことをぜひ考えてほしいなとい

うふうに思うんですが。 

 そういう点で私はこの間気になることが観光の話でいろいろありますが、余り言っても時間

のほうも来てますので、あと15分ですので、ちょっとこの観光行政と観光協会との関係で気に

なることがあるんです。 

 この間、私総会にも行かせてもらったんですが、会員の方からもエージェントタイアップの

周知の仕方の問題とか、来年度のねんりんピックの問題早よせないかんと違うという声が聞か

れておりましたが、この間の青岸渡寺、それから那智大社の1700年、1300年祭、このことを見

ましてもやっぱり取り組みがかなり遅いというんかということを物すごい感じています。町の

ほうとしては宗教的な行事には主体的に取り組めませんのでそれはやむを得ないと。だから、
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どこかに委託していくわけです。それが僕は観光協会だと思うんです。ところが、その準備が

全然進んでいなかったという、だから、予算が措置が組まれるのがその年度始まって真ん中ぐ

らいで具体的に取り組めていくというようなことを持って、前のときも言ったんですが、和歌

山県はゴールデンイヤーというのを５年間でつくってて、そこへ伊勢から高野山の記念行事ま

での間を組んで、そして全国的に長い宣伝をしていたというのがあったんですが、その中にう

ちはないんですよね、載ってないんです。これは非常にもったいない話ですね。これは取り組

みのおくれからも来ると思うんですが、ぜひそこらでぜひ協力関係というのをしっかりつくっ

ていかないと。そして、町のほうで5,000万円という補助金を出しているわけですから、一定

町のほうの指導もきちんと入ってやっていかないと、僕は結果的には観光行政大きなおくれを

とるんじゃないかなという気がしてなりません。ほんで、いろんなところの取り組みを見て

も、人を迎えるためのいろんな手だてが講じられている中で、この問題を私もこれまでの間に

何回か指摘をしています、ここの一般質問で。そういう点ではぜひ町の主導でそれもはっきり

してほしいなと思うんですが、ちょっとそこらで観光行政の件で町として考えておられること

があればお聞きしたいんですが。 

○議長（中岩和子君） 観光産業課長吉田君。 

○観光企画課長（吉田明弘君） 観光事業に対する協会と町の関係につきましては、観光行政の両

輪として業務の企画立案の連携はもとより、実施についても協力関係をとりながら事業の推進

を行っていくことが必要であると考えております。今後につきましては、イベントへの取り組

みがおくれることがないよう協力して取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 僕は、その総会のときにもちょっと思ったんですが、ある方が、総会の

ほうで年間の行事を決めますが、その後具体的に進めていくときに、僕は前から理事会とかが

大事な役割を果たしてくるんだろうと思って見てたんですが、残念、去年のやつか、29年度の

やつでは昨年７月に１回理事会やって、ほんで次の３月ぐらいに理事会なんです、ことしの３

月ぐらい。それまで開かれてないんですね、理事会が。僕はこの間、そのときにある方が質問

で、職員の引当金の問題で質問されたときに、そういう大事な問題は理事会で検討しますので

ということであったんで、ほんならやっぱり理事会やなと、いろんなこと決めていく総会の次

に大きな組織になるのが理事会だなと思ったんですが、その理事会が全然開かれてなくて、ほ

とんど三役会で話が進められているんですね、去年度の取り組み。そうしますと、僕はこれ、

皆さんの集団の英知というんか、それが結集されずに逆にトップダウン式でものが進んでしま

って、逆にいろんな意味で言ったら後退の要因になっていくん違うかなと。やっぱり、みんな

の意思をしっかり共有する中で、その取り組みの中身を共有していく。そして、みんなでいろ

んな取り組みを発信していくということをするために、やっぱり組織を挙げてやるためには理

事会の活用っちゅうのは物すごい大きな役割が入ってくると思うんですが、いろんな行事の進

め方がこれ見たら、ここに資料持ってますが、ほとんどこれ三役会でいってるんです。で、も
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うこれは言うのやめとこうかと思ったんですが、29年度の総会の議案書のところには、その前

の年度の決算の中身が、年度が違ってるんです、年度が。それまた、また指摘しますが……。 

○議長（中岩和子君） 恐れ入ります、津本さん。 

○１０番（津本 光君） はい。そういうことも含めて……。 

○議長（中岩和子君） あの、ちょっと。協会の事務に関してはちょっと……。 

○１０番（津本 光君） いやいや、だけどね、だけど、これは町が補助金を出しているんです

よ。だから、そのときの中身、いろんなことについてはもっと僕は町の指導性が必要だという

ことを言いたいんです。だから、そこをちょっと考えてほしいなと。 

○議長（中岩和子君） はい。そういう点で御答弁していただきます。 

○１０番（津本 光君） ちょっとそこら。 

○議長（中岩和子君） 観光企画課長吉田君。 

○観光企画課長（吉田明弘君） 町のリーダーシップということなんですけども、この件に関しま

してはあくまで観光協会というのは民間団体でありますので、民間団体の運営につきまして

は、特にこの観光協会におかれましては、理事会が意思決定機関であると思われますので、こ

ういった書類の不備とか、予算の検討の回数であるとか、決算の報告であるとかっていうのは

理事会の中でしっかり話し合われて解決していくものと考えておりますので、ただ、町としま

してもオブザーバー理事ということで参画しておりますので、その点についてはしっかり町も

監視といいますか、参画してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） ほんで、僕もそのときも言ったんですが、前に役員さんとの話、僕もし

たことあるんで、そのときに役員さんが取り組まれたことが事業報告の中にないですよという

話もしたんで、ほいで、方針の中にないことが取り組まれてて事業報告にも出されてないと、

そういったようなこともありますんで、そこらは町のほうとしてもしっかり見ながらというん

ですか、対応をしっかり、要は連携をしっかり密にしてやらないかんということだろうと思う

んですが、そういう点ではしっかり取り組んでほしいなというふうに思います。 

 次に、もう時間のほうも10分切りましたんで、そういう意味では、滞在、今度の観光の受け

入れに当たっては、そういう潜在、那智勝浦町が持っている潜在能力をしっかり引き出してい

くということも大事なんですが、もう一つは、今インバウンドでたくさんお客さん来られます

けども、その方は2020年の東京オリンピックに合わせてのいろんな部分もあると思いますが、

一定の時期は確保できると思うんです。ただ、これもずっといったときに、やっぱり長期滞在

型というんか、一定滞在して、那智勝浦町のよさを見ていくというスタイルをつくっていかな

いと大変なことになってくるとは思うんですが、この間、私ある店屋さんに入ったときに、こ

としの冬に岐阜県のところ、長野から来られた方は正月にずっと滞在して、高い金使ったけど

も来てよかったという話をして帰られたという話を聞いて、もっとそういう意味での正月のそ

ういう取り組み、やってるとは思うんですけども、そういう滞在型の観光行政にもやっぱり力
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を入れていかないとならんのじゃないかなというふうに思います。その点もまた今後検討して

いただきたいなというふうに思います。 

 それで、そのときに滞在型をしていく場合もそうですが、先ほどの地域の町、そういう潜在

能力を引き起こしていくということも含めて、町を明るくしていく、例えば特にシーズンのと

きなんかは。国体で来られた方が、前に旅行で来られているわけですね、国体の応援で。その

方は、ここ勝浦はゴーストタウンみたいやなって言うて帰られたのを聞いた、僕も気になるん

です。だから、そういうときにそういう思いをしてもらったらもう来なくなってくると思うん

で、やっぱり町を明るくすると。特にシーズンのときなんかでもそうですが、そういう工夫を

ぜひしていただきたい。バスターミナルも今きちんと整備されてきれいになっていますが、あ

そこも照明がそれでも暗いなという感じはします。だから、あそこで作業する人たちがしっか

りできるようにするのと、そういう明るい中で作業、仕事ができるようにしてやってほしいな

というのと。 

 それでもう一つ、あそこの駐車場を見て思ったんですが、バリアフリーのないんですね、障

害者用の。ありませんね多分あそこ。障害者の駐車場。障害者用になったら、最近は自分で運

転する人もおりますので余裕のスペースが必要です。だから、そういう意味でのバリアフリー

を生かしたというんか、そういう障害者用の駐車施設、これも必要じゃないかなと思うんで

す。それが観光ルートを広げていくという取り組みになってくると思うんで、ぜひ検討してい

きたいと思いますが、そこらあたりで観光課のほうで考えていることありませんか。 

○議長（中岩和子君） 観光企画課長吉田君。 

○観光企画課長（吉田明弘君） 観光客がまた来たくなるような施策ということに対しましては、

おもてなしっていうところが重要になってくるかと思っております。特に、町民全体でおもて

なしをすることで、また来たくなるというそういう環境をつくっていければと思っておりま

す。 

 あと、障害者対応の駐車スペースにつきましては、確かに議員おっしゃられるとおり少し配

慮が欠けていたのかなというところはあるかと思います。ただ、バスターミナルにつきまして

は駐車スペースですね、スペースの問題がありますので、その点また今後検討させていただけ

ればなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） ４番バッターの観光ですので、ぜひいろんな角度から力を入れていくこ

とを検討していただければと思います。 

 最後に、もう時間もありませんので、３番バッターの、森前町長が言われましたが、３番バ

ッターのマグロ漁業ということで言われておりましたが、そこで最後にそれだけ質問をして終

わりたいと思います。 

 はい、あと５分ですね。 

 マグロを中心とした農林水産物ですね。これがさらにブランド化をしていくということで町
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長の方針にもあるわけですが、マグロに関しては、私販路の拡大も大事なんですが、その業者

さんをきっちり押さえているという部分あるんですが、それも含めていわゆる呼び込みです

ね、入船をどう呼び込みかけて広げていくかという、いわゆる那智勝浦町の市場でマグロを卸

してくれる船、船主さんをふやしていかないかんわけですが、残念ながら那智勝浦町には船主

さんはおりません。一つ考えてほしいのは、考えていかないかんというか、第１次産業、特に

第１次産業ですね。特にうちはマグロでいくんであれば、マグロの小口は船主さんがおらんわ

けで、そういう公営のマグロ船を有しているようなところはないのかどうか。そこらあたりの

検討をしながら、いわゆる後継者を育てていく、マグロの、漁業の、それから近海も含めてで

すが。近海やったら２人乗りのマグロ船もあったりしますんで、後継者を育てていくという意

味でそういう何か方法がないのかどうか、そうせんと漁業やっぱり廃れていく一方になるし、

小物の関係の人らでも後継ぎがなくて困ってるんですよね。どこでもそこらで第１次産業は、

これは林業もそうです、農業もそうですが、後継者づくりをどうしていくかということを考え

ていかないといけないんで、そこらをぜひブランド化もそうですが、そういったところ、後継

者づくりをしっかり考えてほしいなと。 

 ここへ来た船を入れた人たちが安心してここで勝浦の市場で卸してよかったと言える環境整

備も僕は、いろんなところで聞くと、風呂がないとかいろんなことを聞くんですよ。マグロで

来たインドネシアの子たちが、船員さんかな街角かどっかで座ってインターネットをやってい

るとかというのも光景としてはよく見られる。昼間の間は良いです、夜となると不安に思われ

る方も出てきたりしてもつらいと思いますんで、そういう市場の中で安心して若い人たちが、

乗組員の人らがちょっとゆったりできるような環境整備、こういったものもできないもんかど

うか。Ｗｉ－Ｆｉを安心して使えるような場所の提供もできないものかどうか。そういったこ

ともぜひ考えてほしいなと。Ｗｉ－Ｆｉは、前の在仲課長に聞いたら、ここでは、那智勝浦町

では40％ぐらいのところで多分使えるはずですよと言うてるんだけれども、そこにあってイン

ドネシアの彼ら、若い子たちもそういうところへ集まってやる。そうしたらお互いの情報交換

も安心感もあるだろうし、そういう意味で、そういう場所も含めて乗組員さんが娯楽も含めて

安心してここへ来たときに、勝浦市場へ行ってよかったと思われる環境整備、ぜひしてあげて

ほしいなというふうに思います。 

 最後に言いましたが、後継者の育成、これをぜひどうしたらええもんかということで、僕ら

も考えないといかんと思いますが、そこらは知恵を絞りながらぜひ検討していただきたいとい

うふうに思います。 

 ちょっとそこで、最後のマグロあたりのとこで、町長か、どっちか。 

○議長（中岩和子君） 農林水産課長在仲君。 

○農林水産課長（在仲靖二君） お答えします。 

 公営での漁船の運営を行っているところはないかっていう関係で、私ども調べましたが、ご

ざいません。尾鷲のほうで１件リース事業という事業でやっているサラリーマン漁業的なのを

やってるんですけども、そちらの一般企業のほうで国の補助金使ってやっているようでござい
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ます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） マグロについてでございますが、後継者不足、後継者不足につきまして

はマグロ漁船だけではなくて、いろんなさまざまなところで後継者不足ございます。ただ、マ

グロ漁船が勝浦にないっていう中で、後継者の方々どのぐらいニーズがあるんかなというのが

ちょっと私も把握してございません。ただ、地域の子供たちが本当に今食べてるおいしいマグ

ロをどんな漁でやってるのかということを余り知らないと思います。まず、そこで知っていた

だいて、マグロ漁船持ちたいなと、そういう思えるようなことにつながったらいいのかなと思

いますので、後継者というよりもマグロ教育といいますか、しかも自然に優しいはえ縄漁とい

うことでございますので、ぜひそういうことも手がけていきたい。あと、マグロの……。 

○議長（中岩和子君） 町長、時間です。 

○町長（堀 順一郎君） じゃあ、そういうことでございます。 

〔10番津本 光君「どうも済いません」と呼ぶ〕 

○議長（中岩和子君） 津本議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。 

 再開13時です。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              11時00分 休憩 

〔１番荒尾典男議長席に着く〕 

              12時59分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○副議長（荒尾典男君） 再開します。 

 次に、７番曽根議員の一般質問を許可します。 

 ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） それでは、早速質問のほうに入らせていただきます。 

 最初の質問で、水産庁のクロマグロ漁獲枠配分に異議をということで、異議は異議申し立て

の異議ですね。地方紙には意見の意になってたんで、これは正反対の意味になりますけど、こ

れは異なるという字です。 

 先月末だと思うんですが、水産庁が勧告というんですか、指導を出しまして、クロマグロを

もうこれ以上とるなという、一部の沿岸漁業者対象に出したという、そういう新聞報道があり

まして、それがちょうどこの那智勝浦町に入港するはえ縄漁船等がちょうどそれの対象になっ

てたということで、その影響がかなり大きいのではないかと思っているんですが、その発表の

後の本町の関係するところですね、市場ですとか、魚商ですとか、入港船の反応はどうだった

かということと、それを町としてどのように受けとめているか、どういう影響があるかってい

うふうに捉えているかをまずお尋ねします。 



－127－ 

○副議長（荒尾典男君） 農林水産課長在仲君。 

○農林水産課長（在仲靖二君） お答えします。 

 ５月19日にクロマグロのほうの漁獲の制限が入った話だと思います。この措置を受けまし

て、私２日後に勝浦の市場のほうに行きまして市場側と打ち合わせを行ったところでございま

すけども、市場側といたしましても町あるいは県と一緒に陳情したいということで、そういっ

た話はもちろん町としてもやるべきことではあるので、またこれは県を交えまして取り組んで

いきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 急いで市場へ行ってくれて話を聞いてくれたと。今後県とも協議するとい

うことで、早速にそうやって動いて、今後動いていただけると思うんですが、対応することを

考えているということですね。 

 基本、クロマグロということなんで、本町の水揚げの大部分はビンチョウということですぐ

には影響はないと思うんですが、この漁獲枠のことを説明し出すとちょっと複雑になるんです

けども、要は大型のまき網船とかではなくて、はえ縄船ですね、沿岸の家族経営でやっている

ような漁業者にしわ寄せが来るということで、ただ、だからうちの市場は関係ないかっていう

と、結局はえ縄漁船自体がもうこのままでは一番お金になるクロマグロがとれないということ

になったら廃業するような方も出て、そういうことも考えられるんです。そうすると市場にと

って死活問題になるので、だから県を通じてそういう要望、陳情っていうこともわかるんです

が、もっとインパクトのあるような、直接国に出向いてそういう省庁だとか、そういう政治

家、議員さんにも要望をすることが必要じゃないかと思うんです。 

 実際、まき網船とかっていうのは、経営しているのが大手の水産会社のまた子会社だったり

して、結局結構政治力を持っているんですね。そこが農水省の天下りの方がその会社、親会社

におったり。日本海側が境港だとかすると、向こうの有力な議員さんがバックについてるって

いう、だからはえ縄船のほうは全国ばらばらで連携がないんですね。要は政治力がないと。だ

からといって何もしないわけにはいけないんで、この入港船を全国から来ていただいている那

智勝浦町がやっぱりアクションを起こさないとっていうことで思うんですが、町長にお願いし

たいんですけど、東京には道路だとかいろんなことで陳情に行くと思うんですが、そのときに

そういう魚のことも、非常にぜひ今後、今は大丈夫なんですけど、今よりももっとはえ縄の枠

が減らされるとうちの経済を直撃するんで、ぜひ要望していただきたいんですが、いかがでし

ょうか。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） このクロマグロの規制につきましては本当にいろんな課題があります。

しかも、那智勝浦町に直撃といいますか、そういった形でも影響出てございますので、ぜひ国

あるいは選出の国会議員さんに対してもいろんなアプローチを使って陳情なり協力のお願いを

しに行きたいと、そんなふうに考えてございます。 
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○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） ありがとうございます。町長も浦神の御出身ということで、そのはえ縄船

というのもほとんど中小というんですか、家族経営の延長みたいなもので、やはりそこを抱え

ている例えば宮崎ですとか、沖縄だとかというところは地域の存続にもかかわるということな

んで、そういう方たちを応援するという意味でも、それが結局うちの、町の経済を守るという

ことになるので、ぜひともお願い、陳情に行って、水産庁に対して異議申し立てを、それも連

携して、うちだけではありませんので、うちは実際には当事者ではないんで入港船を抱えてな

いんですけど、船を直接うちの町にはないわけですけども、やはり連携して要望していただき

たいと思います。 

 そしてあと、うちの町でじゃあそれ以外に何ができるかっていうことを考えると、まき網船

を敵視っていうのか、同じ漁業者なんで、余りまき網船の悪口は言いたくないんですけども、

まき網船を、これはあかんという必要はないんだけども、はえ縄船ですね、はえ縄漁ですか、

一本釣り、そういう持続可能で環境負荷の少ない漁法をよりもっと宣伝することがひいてはそ

ういうまき網船のようなそういう産卵期のマグロを産卵する漁場で一網打尽にとってしまうっ

ていう、そういうやり方のまき網船を間接的に批判することにもなり、なおかつうちの水揚げ

されるビンチョウを中心とするはえ縄船でとれたマグロを宣伝することにもなるので、それを

ぜひとも宣伝することではえ縄漁船をやっている方々への側面援護っていうんですか、したい

んですが、以前、鮮度、製氷機か冷蔵庫をつくるときにうちの町が水産庁に申請するために浜

の活力プランって、浜の活力再生プランっていう平成二七、八年に提出している文書があった

んですが、そこでは那智勝浦町に市場に水揚げされたマグロについてマリンエコラベルジャパ

ンっていう、そういう要は日本で独自のこれはエコな水産物ですよっていう認証を獲得をする

と。その目標の年度が平成30年度で今年度になってるんですね。だから、順調にその計画がい

ってたら、今年度そのマリンエコラベルジャパンっていう認証がとれて、ビンチョウマグロを

そうやって持続可能な漁法でとったマグロっていうことで宣伝できるはずなんですけど、今そ

の状況がどうなってるか知りたいので、農林水産課長にお聞きします。 

○副議長（荒尾典男君） 農林水産課長在仲君。 

○農林水産課長（在仲靖二君） お答えします。 

 確かに、エコラベルのほうを申請しておったわけなんですけども、こちらのほうがなかなか

状況が進んでおりませんで、まだ認証には至っておらない状況でございます。これにつきまし

ては、持続可能ということで、申請してから認証を受けるのに４年かかるものでございまし

て、そしてまた中身のほうもはえ縄漁法をやっているところが各地にございますけども、今の

ところは認証されているところがなくて、なかなか通りづらいというところもございます。現

在、申請しようとしているところはうちのほかにも気仙沼さんも申請の準備段階というような

状況でございます。 

 以上です。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 
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○７番（曽根和仁君） これは、今の答弁ですとかなり難しいんですかね。その入港する船の、み

んながそういうのを持たないと那智勝浦町市場全体としてとれないのか、その辺はどういう仕

組み、制度になっているんでしょうか。 

○副議長（荒尾典男君） 農林水産課長在仲君。 

○農林水産課長（在仲靖二君） お答えします。 

 申請自体はうちの勝浦漁連のほうで申請していくんですけども、議員おっしゃいますとおり

マグロ船のほうが各地域から来ておりまして、そのおのおのの船主さんとも連携して浜プラン

等との中でやっていかなければならないということで、全ての船主さんにお声がけをして、全

ての船主さんにそういった同じことをやっていただくというのは非常に難しいところでござい

ます。 

 以上です。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） なかなか難しいというような印象を今受けましたけど、実際この、これは

鮮度、冷蔵庫のときの申請ですかね、この浜の再生プラン。でも、これをもう水産庁にこうや

って出してる以上、本当は今年度とれなければいけないということになってるんですね。だか

ら、その辺の整合性あるんで引き続き努力をしていただきたいんです。 

 ただ、実際それが難しいとなれば、もうそういう認証なしでうちのはえ縄漁でとれたマグロ

っていうことで、先ほど町長が地域の子供でも実際自分のところに揚がるマグロがどうやって

とれてるか知らないと、それを知ることが食育にもつながるっていうことがありましたが、そ

れをもっと観光客等にＰＲしていくべきだと思うんです。 

 それで、一つ提案というんですか、したいんですが、今度新たに開店するにぎわい市場で

も、そのマグロの販売、あそこはマグロをＰＲする場なんですが、その環境に優しいこれはマ

グロだよっていうことを宣伝しながらあそこでさばいて売っていくということを行ってほしい

んです。そうしないと、あそこがただ商売の場になってしまうと。ただの土産物屋だとか、た

だの食堂ではなくて、勝浦の生マグロのよさをＰＲする場なんで、じゃあどういうふうにいい

のっていうたら、ただ味とか食べた感じじゃなくて、どうやってとれたか、とれてるかってい

う、そこを知っていただきたいということで、空き店舗っていうんですか、あいているこの壁

ですとかそういうところが空間がかなりできてくると思うんです。そういうところにはえ縄漁

法の写真なり、図解ですか、そういうものが展示できないかなと思うんです。マグロのミニ資

料室みたいなのが市場に併設してつくられればええんですけども、一部そういうところがスペ

ースがあると聞きますけど、なかなかあそこまで観光客が足を運ばないんで、一番観光客が訪

れることになるにぎわい市場の一画にそういうマグロのどういう漁法でとれたかっていう解説

するようなスペースですね、壁を一面借りてそれを見ながら観光客が学びながら飲食できるっ

ていうふうに工夫をしていただけないかなと思うんですが、それほどお金もかからないと思う

んですけど、いかがでしょうか。 

○副議長（荒尾典男君） 農林水産課長在仲君。 
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○農林水産課長（在仲靖二君） お答えいたします。 

 にぎわい市場のほうですけども、はえ縄漁法に昔使っていたビン玉ですね、あれを多数展示

いたしまして、室内外には展示いたします予定でございます。そのビン玉の説明も兼ねてそう

いったエコな漁法であるということをＰＲするようなものをやっていけたらええねということ

を思っておりますので、議員おっしゃいますようにそんなにお金がかかるもんでもございませ

んので、ちょっと考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） ビン玉っていうのは視覚的にもええんで、それで観光客の目を引きつけ

て、その後説明文で、ちょっとかたいものになるかもしれませんけど、こういった漁法でとれ

ているという、実は今回あそこの指定管理になった、手を挙げた方、会社なんですけど、垣内

さんっていうお名前が代表になってましたけども、実質以前からあそこにかかわっている水産

会社がその経営の主体になると思うんですが、あそこの水産会社はたしかそういうエコのその

認証を目指しているというのか、既にとっているんじゃないかと思うんです。それは多分自社

のＰＲのために今はやってられると思うんですが、それを指定管理であそこへ入られるわけな

んで、それは自社のＰＲももちろんだけど、それを何とか勝浦の生マグロ全体のＰＲにさらに

ちょっと拡大してしていただけるようにぜひお願いをしたいと。それなら自社のマグロも売れ

るっていうことなんで、一緒に。ほんで、チラシ等も必要であれば町が、チラシをつくるぐら

いはそんなにお金がかからないと思うんで、そういうものをあそこで観光客の方にチラシも、

マグロどうやってとれたんだっていうのを持って帰っていただけるっていう、ぜひあそこをた

だの販売の場じゃなくてそういう情報発信っていうんですかね、場にしていただきたいと思い

ます。 

 そしてもう一つ、それについてですね。だから、あとはもう一点提案をさせていただきたい

んですが、マグロ漁もなかなかこれ視覚に訴えると言っても絵ではなかなかわかりにくいん

で、実際にそのマグロ漁の様子を入港船のどこかに協力をいただいて撮影を、これは町の職員

ではちょっと難しいと思うんですが、もう実際に乗り込んで１カ月ぐらい、どれぐらい港から

港へ行かれるのかちょっとわからないんですけど、実際の漁の様子ですとか、船の中での生活

ですね、インドネシアの方が頑張ってやっていると思うんですが、そういうのも映して、要は

観光プロモーションビデオですね。今は那智の滝ですとか、三重の塔ですとか、熊野古道と

か、そういう美しい景色のそういうのは今日本人向け、外国人向けつくられてますけど、マグ

ロも一頭づくりの様子とかそんなのは各ホテルさんだとかがユーチューブに流してますけど、

はえ縄漁どうやって行われているかっていうのを実地体験で撮ってもらって、それを例えばに

ぎわい市場のところにちょっとしたテレビで流してもらうとか、あとはユーチューブとかに流

していただくとか、そうするとどうやって、まき網船のように一網打尽に簡単にとってしまう

んじゃなくて、本当に苦労してとっているっていうのを知っていただくことで、食べる方も本

当にありがたいと、これは貴重やっていうふうに食べてそれで帰っていただくっていう、ただ
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おいしいマグロを食べるだけやったら東京のおすし屋さんでも、場合によっては回転ずしでも

食べれるんだけど、そうじゃなくて、やはりどうやってとれたかっていうのも実際ようわかっ

たって思ってもらってマグロを食べて帰っていただけるような、そういうことで宣伝をできな

いかなというの思うんですが、ちょっとお金のかかるかもしれませんけど、これどっちかって

いうともう観光ですかね、農林水産よりも観光のほうの分野じゃないかなと思うんですけど、

どうでしょうか。観光のほうでつくっていただけませんか、そういうものを。どちらでも結構

です。 

○副議長（荒尾典男君） 農林水産課長在仲君。 

○農林水産課長（在仲靖二君） お答えします。 

 まず、エコの認証の関係なんですけども、確かに議員さんおっしゃいますとおり、今回指定

管理を受けていただいた会社の理事さんの水産会社のほうではＭＳＣ認証っていうのを今申請

中でございます。申請で２年目だったと思います。まだ、認証には至っておらないところでは

ございますけども、志としては同じ志でございますので、いろいろ相談しながらいい方法でＰ

Ｒしていきたいと考えてございます。 

 そして、そのビデオの話ですけども、かなり難題といいますか、誰かに頼んで撮ってもらわ

なあかんのやとは思いますけども、その辺できるかどうかはちょっと今ここで返答できないの

で、申しわけございません。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） プロモーション、一般の観光のビデオと違ってかなり期間も要しますし、

大変なんですけど、以前はそういうマグロ・カツオの業界団体がそういうまき網船に対して、

自分たちの漁法が安全だっていうことで、その業界団体が十何分かでつくったものもあるらし

いんですけど、それも大分前の話だし、当然著作権というのか、観光用にはなってませんの

で、やっぱり何らかの形でつくれないかな。うちの町だけでつくるのは無理だったらいろんな

ところを巻き込んでつくれないかな、県だとか、県漁連、県とかそういうところ、資金力のあ

るところにも要望してつくれないかなと思うんです。要は、物を売っていくときにストーリー

性をつけて売るのが一番共感を受けるし、ただおいしいとかって言ってもそういうものはほか

にも日本中幾らでもあるわけで、その差別化するにはそういうストーリー性をつけて物を売り

たいんですが、どこか町長の肝いりでどっか頼んで、新しい課長と。それで、これにぎわい市

場っていうのは、つくるまでは農林水産の仕事なんだけど、あとこれ運営していくのはもう観

光機関のほうに譲るほうがええんですよね、縄張りがどうなってるのか知らんけど。だからそ

ういう意味では新しい観光の課長見えられてるし、そういうので取り組みませんかね、いかが

ですか。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） にぎわい市場に関しては、町の組織の中でも縦割りっていうことじゃな

くて、町全体でこの施設を有効に活用していくっていう観点で、それはどこが主導かっていう

ことはあると思うんですけども、今回から観光、今まで農やったけど観光ですと。ただ、それ
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だけではなくて、一緒になって庁一丸となってＰＲもしていきたいと思いますし、その安心・

安全なマグロ、環境に優しいマグロっていうのも当然ＰＲしていかないけないと思っていま

す。 

 マグロのビデオで言いましたら、たまたま知り合いが30分ぐらいのビデオを実際に自分の船

で釣っている姿を撮っているビデオをもらったこともありますので、そういったものも活用し

ながら、漁も簡単にわかるような、手づくりになるかもしれませんけども、そういったことも

考えてはどうかなというふうに考えております。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） マグロのそのはえ縄船の漁の様子なんかは追跡してこうしたら、一つのも

うテレビ番組にもなるぐらい興味深いものだと思うんで、ぜひうちの町がかかわってそういう

ものが撮れたら本当に。 

 ほれで、はえ縄漁もこれ完全にじゃあ完璧に環境に優しいかというとそうではない部分もま

だあって、ウミガメが一緒にかかってきたり、アホウドリだとかそういう海鳥、貴重な鳥もか

かってきて、心ある船主は針の形を変えたりだとか、はえ縄を沈める速度だとかを工夫して、

そういうのを努力してそういうエコの認証をとろうとしてるそういう船もあるっていうことな

んで、もしうちに入港する船でそういうところがあったら何かお願いして、最悪もううちが撮

るの無理やったらどっかテレビ局さんとかにお願いして、そういう頑張ってる船を応援してあ

げるということがこの、そういうことも踏まえて水産庁にこういう漁業をやってる方を応援し

てくださいよということで陳情していただくという、そんな流れに持ってってほしいなと思い

ます。 

 最初の質問はそれで一旦終了しまして、２点目の再開した県道太地新宮自転車道線工事につ

いての質問に移ります。 

 この県道太地新宮自転車道っていうのは、県道になるんですね。県道の802号線といって平

成元年に工事が着工されて、平成４年ぐらいにはトンネル等部分が開通して、これは旧国道っ

ていうんですかね、昭和41年にもう新しい道ができてから旧国道になってますけど、そこを一

部使ってつくられたんですが、これ平成10年に和歌山県の公共事業再評価委員会で審議されて

もう休止になっていたと。それが近年再開をされたということで、実際にできてるのはまだ

800メートルということなんです。これについて、再開したことは非常にこれうちの観光にと

っても町民にとっても喜ばしいなと当初は思ってたんですけど、このルートについて知るにつ

れて、これ本当に自転車で走れるのという素朴な疑問が起きてきまして、これ町長に伺っても

ちょっと意地悪な質問か、この間まで県にいらしたわけで、知り尽くしている、熟知をされて

ると思うんですが、ただ実際どういうルートで建設されるかって、そこまで詳細なところまで

御存じでしょうか、町長。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） おっしゃるとおり、私４月15日まで県の職員をしておりましたので、自

転車道について熟知しているかと言われると甚だ、全く知らないというのが現実でございま
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す。これは、県庁のほうの道路政策課なり、整備課主導で、特に紀北のほうがサイクリングロ

ードが整備されたっていうことで、これを県内に全部ふやしていこうと。ただ、自転車でもレ

ースとかではなくて、ゆっくりこぎながらいろんな景色を楽しむ、そういういろんなバリエー

ションの中でこのコースが選ばれたんじゃないかなというふうに思っています。 

 ただ、安心・安全っていう意味で実際に私そのコース歩いたわけではないんですが、議員心

配されるようなところがあるんであれば県のほうにも十分伝えますし、けがのないようなとい

うようなことで申し伝えたいというふうに思ってございます。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） なかなか県職でもいろいろ大きな職場なんで、町長ぐらいな、前の立場に

おったらそんな細かいことまではなかなか現況を見るまではいかんのでしょうかね。 

 ちょっと一点、ただ不思議に思ったのは、これ県の事業なんですけど、町に那智勝浦町内で

道路を新たにつくるわけなんで、一部っていうんか、半分以上は旧国道の部分ですね、中を通

るっていうことなんですが、そうじゃない新しく開設する区間もあるということで、普通やっ

たら議会の建設の常任委員会でも、今度こういう県の事業、自転車道が再開しましたとか説明

があってよさそうなのに、今まだかつて一度もないっていうことです。だから、本来なら県と

町が一体になってこのコースはどうやろか、安全やろかとか、地権者交渉なんかも県と町が一

体になって進めるべき事業なんですけども、そういうふうにしてるのにたまたま報告がなかっ

たんか、全く町と県で意思疎通のないままこの事業が今再開したのか、その辺どうなってるん

でしょうか。これは建設課長ですかね。 

○副議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） まず、新宮建設管内の県工事につきましては、修繕的な小さいものか

ら大型の事業まで本町だけでも数十件ございまして、それらの中から特に本町から要望しまし

た大型の防災対策事業や、大型の道路事業等、住民の生活に係るようなものを委員会に報告さ

せていただいているところでございます。 

 今後は、和歌山県にも相談させていただきまして、許可を得られましたならば年度当初に年

間の県事業の一覧リストなどを御提示させていただきたいとは思います。そしてまた、今後こ

のような計画案が示された場合ですけども、委員会でも意見をお伺いしまして県等の打ち合わ

せ等があるときには町の意向として反映できるよう努めさせていただきますので、何とぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） そうですね、もっと早くこれ知ってたら自分も現場見に行って確認をして

っていうことでしたんですけど、これ本当に知らなかったです。以前、この一般質問の場で別

の議員さんだったですか、例の元町長がこのちょうど自転車道に、二河の土地問題のところで

後からわかったんですけど、実は元町長の購入したところをこの自転車道も通るっていうこと

で質問、それがメーンの質問じゃなかったんですけど、こういうことになってるけど町長あな

たはこれ知ってたんじゃないのっていうような質問を１回したことがありましたね。そした
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ら、町長は知らないと、後からそういう話になったということだったんで、それはそれとし

て、今回はそのことには触れないんですけど、そのことで我々も初めてわかってきたわけです

ね。 

 あと、実際にその後もすぐに現場を見に行ったらよかったんですが、しばらくたってからち

ょうど、もしルートが今の県の考えてるルートに道が延びてきた場合に二河側、湯川側へじゃ

なくてストップしてる、市屋側ですね、あちらからもし越えてきたらちょうど自分の土地がか

かるという方がいらして、その方の親族の方、要は地権者の近い身内の方で町内に在住の方が

私のとこに相談来て、私だけじゃなくて津本議員のとこにも行かれたらしいんですが、実は再

開した自転車道が自分の親族の土地を通る予定だけど、その方が言うには親族も県の事業なん

で協力したい気持ちはやぶさかじゃないんだけど、どう考えても非常に険しいルートで、本当

にいい自転車道ができるんだったら快く協力したいけど、自分がもし土地を提供して危険な自

転車道ができたら提供した者にも責任があるということでちゅうちょされてるっていうこと

で、１回ルートを見てくださいということで、つい先日なんですけど相談があった町内の在住

の方と私と津本議員で、じゃあ実際歩いてみようということで行ってきたんです。ちょうど自

転車道は太地のほうから来て大浦浄苑の海岸沿いのとこですね、線路の向こうのとこでぴたっ

ととまってるんです。あずまやが１棟建ってまして、あずまやのとこでもうとまってしまって

る、その先が山なんです。海に突き出たちょっとした半島っていうんですか、岬のようになっ

ていて、だから太地のほうから来たら右手は海ですね、もうどうしようもないし、左側はＪＲ

の線路が走ってる、前は険しい、絶壁に近いような山、そんなに高くないけど絶壁に近いよう

な山です。それを乗り越えていかなあかんわけです。普通に考えても道つけるのはえらいなと

いうところで、我々は山の上からちゃんと地権者というか、その方と一緒になんで了解を得て

一緒に山の上から下ってきたんですけど、もう雑木につかまりながらゆっくりおりてかないと

下まで滑り落ちるような、そんな山なんです。だから、そういう山に自転車道をつけるってい

うのが先ほど町長、和歌山県がそういう事業を推進してると。特に紀北のほうはかなりできて

きてる。向こうの紀ノ川沿いの自転車道なんかは県が言う安心で快適な自転車道なんですけ

ど、どうも今回再開した自転車道、うちの町内に再開した自転車道はそうじゃないと。これ、

万が一自転車、上りはええんですけど、下りで一遍に下ってって、あとかなり、柵はするんで

しょうけど、もうほんと絶壁みたいなとこなんですね。だから、本当危ない、だからこのまま

本当につくらせて、県につくっていただいてええのかどうかっていう疑問なんですね。だか

ら、これ町長もお忙しいから見に行けるかどうかわからんですけど、建設課等で現地よく見て

もらって、本当にこれ自転車道で開通させてええかっていうのを１回検討して、県に何か改善

策を伝えられないかなって本当心から思うんですけど、いかがでしょうか。 

○副議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 建設課のほうでも現場のほうを再度精査いたしまして安全面等につい

ては確認させていただきたいと思います。 

 そして、急峻なところの施工でございますけども、道路になる部分の外側に重力式コンクリ
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ート擁壁や大型ブロック等の強固な構造物を構築しまして、そこから盛り土で道路を建設いた

しますので、安全なルートを確保していただけるものと考えております。 

 そしてまた、既に詳細設計が進んでおりますので、また工事のほうも進んでおります。見直

しという点では難しい面もあろうかと思いますが、いま一度県のほうには御意見をお伝えさせ

ていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 計画がもう進んでしまっていると言うても、危険なのを承知でつくらせて

ええのかなと。ハイキングコースだったらわかるんですけど、自転車道っていう以上は自転車

で走りやすくないとあかんので、幾らその擁壁やらコンクリートで固めてって言っても自転車

道として本当にどうなのか疑問なんですが、今ストップしている市屋側のあずまやから正面の

山、あれはなかなか地図、図面で見てもわかりにくいんだけど、町有地じゃないかって僕は思

うんですけど、その山を、尾根を越えたところはその今回ちょっと相談あった方の親族の土地

なんですけど、こっち側ですね、あずまや側、今ストップしてる正面の山は町有地じゃないか

って思うんですけど、誰かそれわかる人はいません。 

○副議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 町有地についてのお尋ねでございます。 

 町有地につきましては総務課のほうで所管してございますが、現況につきましては把握して

ございません。申しわけございません。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 公図が昔の図面なんで法務局なんかでも見てもちょっとわかりにくいけ

ど、どうも何か町の土地も入ってるんじゃないかなという気もするんですけど、仮に町の土地

でなくても、ましてや町の土地であればなおさらそんなとこに町がつけさせてもっていう。ほ

れで、絶壁なんで、仮に３メーターの道幅を稼ごうとしたら相当のり面削らないといけないん

ですけど、そこはもう本当に海に突き出てる部分なんで国立公園なんですね、もうまともに。

だから、その案内してた方に聞くと、国立公園のほうもどうも許可を難色を示しているんかわ

からんですけど、７月末ぐらいにならないと工事の許可も出ないような状態ということで、だ

から自然破壊にもなるんですよ、今回その道をルートをつけると。だから、そういう国立公園

をこんな傷つけてまでそういういい道だったらええけど、そんな険しい道を削る、当然海に突

き出てる分はそうやって大きく削ったら海も濁ると思うんで、あそこは太地町漁協だと思うん

ですけど、漁協さんも黙ってないと思いますし。 

 もう一点問題なのは、勾配がどれぐらいになるのかなということで、多分もう20度を超える

ぐらいの勾配でつづら折りじゃないと登っていかれないと思うんですけど、法令的に、余り詳

しくないんですけど、道路には道路の構造基準というんですか、法令で決まっているんです

ね。一般の道路でしたら何度まで、それ以外の道路やったら勾配何度までっていうような基準

があるんですけど、多分それに許容範囲超えてくると思うんですが、そういった場合にそうい
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う道をつくってもええものかどうかっていうのも気になるんですけども、今２点そういう環境

破壊、自然破壊になるんじゃないかということと、その構造的にも法令に違反っていうんです

か、基準から外れるような規格になるんじゃないかっていう２点疑問があるんですが、その２

つについてお答え願えますか。 

○副議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 和歌山県のほうで今現在環境省とは打ち合わせをしております。そう

して、環境省の指示に従って再度設計等を行う予定と聞いております。そしてまた、道路の基

準でございますけども、今回の自転車道に関しましては道路構造例とか自転車道等設計基準に

基づいて道路勾配や曲線部の設計がなされておりまして、そしてまた、設計条件として主な目

的が国民の心身の健全な発達、用途がレクリエーション交通、そして山地部の地形の状況から

設計速度を時速10キロメートルに設定しております。したがいまして、自転車レースなどを想

定した道路とはなってございませんので、一応詳細設計上は基準どおり行っていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 今建設課長のお答えだと問題ないということなんですが、自分が現地で今

ストップしてるとこから正面の山を見た限りでは、果たしてどうやってこの山を越えるような

道をつけるのか、本当に甚だ疑問で、当然そのロードレース用の自転車だったらとても危なく

て、上りはともかくとして下りを下れないんですけど、一般の町民が健康のために走るのにも

ちょっと適当じゃないような感じがします。 

 ただ、県も県議会も予算が通っているものなんで、それに対してっていうことなんですが、

ただやっぱりそれを承知で見逃すっていうのも私ちょっと気になるし、実際それを心配して町

民の方がそうやってこられたんで、可能であれば何とかならないのかなって思うんですが、町

長も自分の古巣なんで、まだものを尋ねやすいと思うんですが、町長からも一回確認をしてい

ただきたい、本当に大丈夫なのか。多分、当然町長も知らないんだから、そのサイクリング王

国って言ってしきりとすごく宣伝してる県知事、知事さんも、前の観光局長山西さん、今部長

になられている方も宣伝してましたけど、知らないと思うんですよ。だから、もしあの現場の

写真見せたら、これ何や言うて怒られるんじゃないかなってそんな心配もするんですけど、町

長からもじかに新宮の建設部にこんで大丈夫って言うて１回ちょっと聞いてほしいんですね。

それで大丈夫やったら私も納得しますけど、いかがですか。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） こちら、旅される方の安全確保っていうこともございますので、一度関

係課のほうへ再度確認をして、またどういう形になるかはわかりませんけれども、また御報告

をさせていただきたいと思います。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 僕はもうこの何か妨害するために言ってるんじゃなくて、地権者の親族の
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方もいい道になってほしいから心配なんで言ってるということで、できたらそれがまた夏山の

ほうへ、一部国道へ入って夏山のほうへ入ってきて、また越瀬へ抜けるっていう、そういう計

画も以前あったらしいですけど、そうやってつながったらなおええんですけど、やはり安全じ

ゃないといかんと。観光客で勝浦に来られてけがをされて帰っていくようではもう話にならな

いということで、県知事さんはサイクリングを通じて長期間滞在をしていただける、観光にも

大きな寄与をすることになる、サイクリングロードはなるって言うてくださってるんで、本当

に安全な道にしていただきたいと思いまして、これも本当は元町長さんにも言いたかったんで

すけど、やっぱり自分の土地がかかったときに、これ県に聞かなかったのかなって本当に疑問

なんですけども、これは言ってもしょうがないことですけど、そんなふうに思っております。 

 この自転車道については以上で、基本、県の事業ということなんですが、町のほうから何と

か注文していただきたいということです。 

 ３点目の那智の滝源流水資源保全事業基金の使途についてということで質問をさせていただ

きますが、３月議会、前回の議会で左近議員さんの一般質問の中でこのことに触れられて、当

局の答えの中に今年度ぐらいから基金も大分たまってきたんで使い方について検討を始めたい

ということを聞きましたので、具体的にどんな形で検討をしていくかということと、それと基

金のこれまでの積み立ての状況、できたらもとあった町の原資に、あと一般の方の寄附がどれ

ぐらいの、何人の方から総額幾らの基金が集まって、今現状総額幾らになってるっていう、そ

の２点お聞きします。 

○副議長（荒尾典男君） 観光企画課長吉田君。 

○観光企画課長（吉田明弘君） 積立基金の内訳についてでございますが、もともと那智の滝源流

水資源事業基金の最初はふるさと創生資金ということで、その１億円が原資となっておりま

す。 

 それから、一般会計で29年度末までですけども4,350万円、水道事業会計で750万円、利息が

396万4,481円、それから那智大社と青岸渡寺からの寄附金が500万円、寄附金が１億3,496万

9,919円、募金箱からの寄附金が113万1,962円、その分が積み立てられており、そこから81万

8,495円についてですけども、パンフレットの印刷、募金箱の作成等で取り崩しており、29年

度末の残高といたしましては２億9,524万7,867円となってございます。 

 以上です。 

〔７番曽根和仁君「あと、今年度からの検討っていうことは実際さ

れるのかどうか」と呼ぶ〕 

○副議長（荒尾典男君） 観光企画課長吉田君。 

○観光企画課長（吉田明弘君） 寄附の件数ですけども、21年度末で4,574件の寄附がございまし

た。 

○副議長（荒尾典男君） 検討について。先ほどその源流資源のこの検討する言いやったけど、ど

のようなことが検討されるのかっていう。 

 町長堀君。 
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○町長（堀 順一郎君） 議員御質問の基金につきましては、平成13年にふるさと創生の関係で１

億円積み立てられて、それはもともと源流域の買い取りっていうようなことを検討されたよう

です。それとは別に那智勝浦豊かな水資源保全基金っていうのもございまして、そちらがその

周辺の山の保全に使おうっていうようなことのようです。それに加えてふるさと納税で全国各

地から納税をしていただく目的の部分と、町長が特に定めるものというようなことで、そうい

ったものを原資に那智の滝の保全のための事業をできればことしぐらいから準備を始めてして

いきたいと思っております。 

 もともと私、去年那智大社の創建1700年祭で、西国三十三所の1300年の前の年、ことしが当

該年度になると思うんですけども、そのときに過去の100年を振り返って今後100年のことを考

える、それが100年の節目の考え方じゃないかなということで、那智勝浦町のいろんな方々に

那智の滝100年の森づくり事業っていうのも御提案をさせてもらいました。これは、いろんな

意味があって、その当時も財政的にも厳しいだろうっていうことで考えておりましたので、そ

ういった今申し上げた基金なんかを利用されてやってはどうかっていうふうなことで御提案さ

れたもので、あくまで今、実は４月16日に町長選挙に立候補したときに、私個人的にはこうい

うことをやっていきたいっていうようなことの中でお話をさせていただいたことの繰り返しに

なるんですけども、那智勝浦町、日帰り客はふえてますが宿泊客は減っていると。いろんな観

光についても新たな魅力が創出されてないんじゃないかなと、そんなことと、103年ぶりにこ

ちらに自生している山桜がクマノザクラということで発見されたと、そういう100年の節目と

いうことでありますので、そういったことも利用して、例えば種苗生産を子供たちに種苗して

もらって、町民の方も一緒になって植樹をされる。あるいは県が進めている企業の森、会社が

森を再生していく、いわゆる会社のＣＳＲで使われているんですけども、そういった取り組み

を取り込めないかなと。あと、ふるさと納税の返礼品も宿泊券なんかをお配りをして実際にこ

ちらへお越しになって記念の植樹をしていただく、次の記念の年にまた植樹をしてもらうって

いうことで、絶えずリピーターとして来ていただけるようなそういうツールに使えないでしょ

うかということで提案されたものです。この効果は、もちろん観光客の増加も見込めますし、

ふるさと納税の増加ですとか、植樹によって防災・減災にも役立つと。加えて、子供たちが木

を植えるっていうことで郷土愛の醸成になるのかな、そんなことで私は考えたものです。基本

的には私の考えはそうなんですけども、議会の皆さん、あるいは大社さん、青岸渡寺さん、地

元の方々、関係者含めた林業関係の専門家の方を交えてどんな形がいいのかということでこと

しぐらいから検討に入りたいなと。いろんな団体につきましても皆さん方といろいろ御相談を

させていただきながら決めていきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 私も町長選挙が始まる前の新聞で、ちょっと１行だけでしたけど、町長の

100年の森づくりっていう構想があったんで一度聞いてみたいなと思って、きょういい機会

で、まだもっといっぱいあるんでしょうけど、あっためてるものが。その一部でも披露してい
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ただきましてよくわかりました。 

 今、いろんな方からの意見も聞きながらっていうことで、多分今あくまでも町長の思いで、

実際山をどうしていくかっていう、今までの流れもあるしっていうことで、いろんな有識者の

意見を聞いて進めないといけないわけですけど、昨年でしたか、おととしですね、寺本町長の

ときに岡崎吉男先生って、いちいがしの会っていう原生林を復活させる活動を田辺のほうでや

ってる方の副会長ね、うちの。岡崎先生はうちの下里に在住の先生ですが、その方の多分呼び

かけ、先立ちになられたと思うんですが、那智の滝源流環境保全の会っていう会を立ち上げ

て、岡崎先生が会長で、そして那智勝浦町、那智大社、青岸渡寺、那智山区、で、岡崎先生が

事務局についてられるっていう、そこをそういう方がそういう有識者になってこられるのかな

っていう思いもしますが、ただ、今町長おっしゃってくれたように、大変すばらしい活動をや

っている方なんで申し分ないんですが、ただやはり杉・ヒノキがこう、そういうつもりはない

と思うけど一般の人から岡崎先生たちの、方の主張を聞くと、杉・ヒノキが何かこう、経済林

が悪者みたいになって聞こえかねないんですが、実際には杉・ヒノキっていうのは明治以降日

本の経済を高度成長までずっと、特にこういう農村地方では支えてきた大事な経済の柱だった

わけなんで、それを全く否定してしまうっていうのも何なんで、その有識者の中にはぜひそう

いう林業関係者で、森林組合だとか、民間林業会社も入れた上で今後の計画を立ててもらいた

いと思うんです。だから、実際山づくりをするっていうふうになったときに、伐採というても

一般の人ではとてもできなくて、結局森林組合だとか民間の造林会社の作業員の力をかりない

といけないんで、だから、その辺だけちょっと心配だったんですけども、町長が先ほど林業関

係者もっていうことをおっしゃってくれたんで、その辺はもうそういう方もメンバーに入れて

いただけるということでよろしいんですね、確認の質問なんですが。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） おっしゃるとおり林業関係もそうですし、今まで森林関係で研究をされ

てきた大学の教授ですとか、今新宮というか、この辺で熊野自然保護連絡協議会の皆さん、い

ろんな専門家の方いらっしゃるんで、もちろん岡崎さんにも御協力いただくかもしれませんけ

れども、いろんな方々の御意見を伺いながらやっていきたいなというふうに思ってございま

す。 

 以上です。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 今の町長の答弁聞いて心配してたことがもうちょっと氷解した思いです

が、やはり実際に経済林で今杉檜の山になってるのを自然林に転換っていうことで成功した事

例っていうのは本当ないんですよね、まだ。始まったばっかりっていうんですか、早くからや

っているところでもまだ十五、六年っていうことで、それも限られた狭い面積で鹿よけのネッ

トを張って辛うじて成り立っているっていうことなんで、自分が心配したのはもう杉・ヒノキ

がとにかくあかんのやと言うてやみくもに木を伐採して自然林、広葉樹を植えていくっていう

ようなことを素人がやると大変なことになるんで、やはり研究機関、和歌山県のそういう林業
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の試験場もあるでしょうし、そういうところや大学の研究機関も交えて森づくりはやっていっ

ていただきたいと思います。 

 当然、その場合にこの山をもちろん購入っていうことを話になってくるんですが、実際にそ

ういう購入っていうことに進んでいくということでよろしいのか、またそのために、社名は挙

げないけど具体的に１社ですわ、あそこで対象になってる200ヘクタール持ってる大阪に本社

がある林業会社ですけど、そこと今まで交渉っていうんですか、交渉なり挨拶をしたことがあ

るかっていうことで、前に寺本町長に私一般質問でその林業会社に突然訪ねていって基金がた

まりましたから山を売ってくださいって言っても売ってくれるはずないですね。まずは、つき

合いですね、やっぱり。そこの会社もうちの町に貢献してきたわけなんで、林業経営で。だか

ら、年に１回でも大阪へ行ったときに本社に立ち寄るか、色川にも山持ってるんで、色川にも

年に１回ぐらい来られるときもあるんですね。口色川の区長さんを今やってる方がそこの林業

会社の勝浦の支店長っていう肩書ではないけどそれに近いような方っていうことなんで、そん

なところに今まで町は接触っていうんですかね、挨拶を今までしてるのかどうかっていうこと

を２点、購入を目指すのかということと、今まで会社にきちっとそうやって交渉、挨拶に伺っ

てるかという２点、お尋ねします。 

○副議長（荒尾典男君） 農林水産課長在仲君。 

○農林水産課長（在仲靖二君） お答えします。 

 その会社についてですけども、私の知る限りでは訪問等、御挨拶ですね、行ったことはござ

いません。 

 以上です。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 前町長からも引き継いだわけではございませんが、この件に関してはそ

の民間企業さんが大阪に本社あるっていうことで、できましたら御訪問をっていうことでのお

話聞いてございます。ただ、私まだ就任したばっかりなんで御挨拶は行ってませんが、一度御

挨拶に行きたいなっていうふうに思っています。 

 それとあと、購入するかどうかっていうお話です。条例においては購入すべき地域と保全す

べき地域というもので条例のほうで指定されてますので、私個人としては十分な山の手入れが

できていればあえて購入するっていうことは必要あるのかなと。財産を新たに持つっていうの

はいかがなものかなと個人的には思いますけども、条例で縛っているものでございますので、

ぜひ皆さん方御相談をさせていただきながら今後の事業、どういうふうになるのが一番いいの

かっていうようなことを検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） やっぱり相手さんともつき合いですから、たまには顔を出したり、向こう

の社長さんが勝浦へ来られたときにお会いするとか、そうやって関係をつくっていくというこ

とをしたら、今町長が言ったことで、あえて買わなくてもいいっていう選択肢もあるんです
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ね。要はその企業が企業イメージのためにうちの会社は那智の滝の奥に山を持ってますと。そ

の山は水源を守るためにこれはもう切らずの森にしますよっていうふうに言い切ってくれたら

それが一番いいわけですよね、もうそれできちっと間伐して管理をして。ほんで、どうしても

もう植林、無理に植林をして杉やヒノキが育ってないようなところっていっても、だから山も

ええとこと悪いとこと、はっきり言ってありますよね。悪い部分だけをそういうところだった

ら値段も安いと思うんで購入して、そこを自然に転換するっていう、そういうやり方が一番ベ

ストだと思うんです。そしたら、いい部分はやっぱり、向こうは株式会社で林業経営、これは

昭和22年にこれ購入して、もう70年以上持ってるんで、そんなに安くは絶対売ってくれないわ

けですね。だから、そういう意味でもこれから訪問をして、ただ１回じゃなくて、その中でい

い部分はとにかく今以上に手入れをして、ずっと切らずに残してくださいっていうことでもし

話がついたら一番いいわけで、だからそういう努力をやっていかないと、ただ基金がたまった

からお金にやみくもに任せて買うっていうことはよくないことですよね。 

 一番心配なのは、山林を買う場合にどうやってその適正な金額をはじき出すのかっていうこ

とで、当然売ってくれって言ってたら向こうは高くなりますし、また、安く買ったら買ったで

行政がそうやって買うとその金額が基準になりますから、あのときにこんな基準で売ったか

ら、うちらもそれに準じてっていう周りにも影響しますので、その辺が非常に心配したんで

す。ですが、町長の今の考えだと非常に慎重に、購入についても慎重にやっていただけるとい

うことなのでよかったなと思いますけども、そのためには、その企業に足を運んで、今はあそ

この民間林業会社はもう林業ではもうからないんで住宅開発ですね、美濃だとかあっちのほう

で住宅を販売してそちらが順調っていうことなんで、その資産を売らなくても済んでる状態な

んで、その辺に免じて何とか木を切らずに残していただいて、そのかわり何なら間伐をちょっ

と広目に間伐すると、したいといった場合に、場合によったらその基金を使って間伐にお金を

使ってもらうと。そのかわり町と契約してもう何年間は絶対切りませんっていうような契約を

取り交わして、だから、杉・ヒノキの経済林がもう絶対悪いわけじゃないんで、ええところは

それで100年、200年生の杉・ヒノキっていうことで残してったらそれはまた価値がありますの

で、そういう形でやっていきたいんですが、それでそういう感じでよろしいでしょうか。 

 それで、町長がおっしゃったじゃあ植樹をするとかっていう場合、あと苗を生産っていうの

は、それはどこで考えてるんですかね、場所は。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） まず、苗の関係でございますが、県の林業試験場、これはクマノザクラ

の今苗を生産してもらってまして、町内でも種を採取して、枝もとってっていうようなこと

で、私もお手伝いさせてもらったんですけども、そういったことで苗はどんどんつくられるか

なと。今後、植え方も含めて町内でもたくさんつくられるような、あと県の林務関係でいくと

ドングリ基金とか、昔からあるウバメガシをドングリを持っていくと苗にかえてもらえると

か、そういったいろんな制度もございますので、そういったものも活用しながら苗の生産につ

いて検討していきたいと思っています。 
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 植樹の場所なんですが、もちろん那智の源流域はもちろんなんですけども、勝浦全体といい

ますか、植えれるところは植えていくみたいなことで広げていきたいと思っています。一つは

民間の会社の山、実はいろいろ県庁でも聞くと随分手入れがしっかりしているようです。尾鷲

に、ちょっと個人名出してどうかわかりませんけど、速水林業っていいまして、世界的に認め

られた自然に優しい、どんどんどんどん木を切っても次の木が生えるまで、なるべく大きい木

から切るらしいんですけども、そこは雑木林もあって、いい木だけをどんどん切って出してい

く、次の大きくなるまで待つっていうふうな、エフ何とか認証って言ってましたけれども、そ

ういう認証もとったそれは世界的に認められているものなので、そういったものも検討して一

緒に民間の会社でやっていけるような、そんなことを考えてはどうかなというのは考えてま

す。あくまで個人的な構想なんですけれども、以上です。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 植樹を那智山だけに限定せずに町内各地ということで、非常にうれしい言

葉で、実は前回の一般質問で私那智川沿いに今コンクリートで見るに無残な形で、ああいう川

になってしまったんで、何とか川沿いにもっと何でも木がいいわけじゃないけど、もっと熊野

に合ったような常緑の広葉樹、それに山桜も交えて植えれないかなっていうそういう提案をさ

せてもらったんですが、ただ那智の滝の源流じゃないんで、その基金のお金が使えるかってい

うのは疑問なところもあるんですが、その拡大解釈をしていただいて、その基金を使って苗を

つくっていただけたら本当にありがたいなと思いますし、あと苗木の生産ということで、これ

は後から提案をしようと思ったんですが、今那智高原公園が水害の後、もう休眠状態になって

るんですが、あそこは植樹祭の会場をする前、一番もともとは戦後、戦争で引き上げてきた色

川の方が牧場経営をしたりしたんだけど、その後は民間の林業会社が杉苗の生産をあそこでし

たり、割合開けてるんですね、なるいとこなんで。だから、あそこはそういう苗木の生産です

とか、あと植樹するに中途半端に公園なんですね、あれ。森林公園っていうほどでもなけれ

ば、そこそこサクラや木は植わってるんですけど、裸状態なんで殺風景なんで、あそこがそう

いう苗木の生産だとか植樹に、まだまだあそこやったら大分木を植えれますからね。奥山だっ

たら虫、あそこも結構ダニやアブが多いんですけど、観光客に木植えろって言ってもその奥の

方のこんな険しいとこやったら危なくて植えられないんで、那智高原だったら近いんで、あそ

こを植樹にはちょうどいい場所かなと思ってるんで、一度検討していただきたいんですけど。 

 それと、これは後から質問、後のを今言ってしまったんですが、那智高原ですね。あれが水

害以降休眠状態なんですけど、あそこは今後どうするかっていう予定は立っているんでしょう

か。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 那智高原の前に、那智川沿いの砂防堰堤の周辺、やはりコンクリートむ

き出しになっておりますので、先日紀伊山系の事務所長さんお見えになったときに、例えばそ

の堰堤周辺にクマノザクラですとか、ウバメガシとか、カシノキとか、地元に自生する木を植

えさせてもらえませんかと言ったら大変喜んでくれてまして、ぜひそういうことをお願いした
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いんだっていうようなことでしたので、できれば一緒になって修景、特に熊野古道へ登ってい

く道々のところなんで、できれば修景なんかも十分していきたいなと。そういう意味では山系

事務所の方々も御協力的、協力いただけるっていうことでしたので、それは御報告させていた

だきます。 

 あと、那智高原の活用につきましては、今現在まだ確たるものはございませんけれども、平

成23年の水害以降、なかなか登っていって何かピクニックみたいなことができませんでしたの

で、今保全の森の構想の中で県庁の林業関係のところが管理しておりまして、そこで植樹は可

能かっていうことで聞きましたら、そこは十分可能やと。もちろんお手植えの木はそこへ植え

ることはできませんけれども、それ以外であれば相談に乗りますと。ただ、あそこの用地とい

うのは山を削り過ぎて木が生えるような土がないようです。そういう意味では多少の造成は要

るかもしれないけれども十分活用してはどうかというようなことをおっしゃっていただいてい

ます。 

 今後の活用については、熊野古道の大雲取越の拠点の一部でもありますし、追加登録された

かけぬけ道の場所でもありますし、近くに写真が富士山、最遠のところから撮れるっていうよ

うなところもございますので、そういったことの活用で活性化を図るための拠点となるように

していきたいなというふうには考えてます。 

 以上です。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 最初の町長お話でしたけど、那智谷の河川の本流沿いだけじゃなくて砂防

堰堤の周辺まで植樹をしていただけるって、いい返事をいただいたんですけど、やはり町長と

私では大分、私も市野々区の今役員をやってるんで、あそこの事務所の方とそうやって話す機

会があって、同じようなことを要望したんだけどなかなか、ううんって言って、やっぱり立場

が違ったら影響力違うんですね。もうどんどん言うてほしいですね、これからも。 

 そして今お聞きしたんですけども、那智高原ですね。やはり今のままだと本当中途半端な森

ですね。昔、昭和52年に那智高原で植樹祭を行えたっていう町史の記念号を読んだら、やはり

開催の後は県や国にお願いして森林公園にして将来の森づくりの大切さを伝える場所にしてい

きたいんだっていう構想があったらしいんですね、この山縣町長の言葉で、もう当時既にこの

一番、町長が考えた文章だと思うんです、一番最初に、最後の部分には林業と観光を立体化す

るなんて、今考えられているようなことを既にもう言ってるんで、先見の明がある町長さんや

なって読んで思ったんですが、ちょうどあそこが中途半端に森なのか公園なのかっていう状態

なんで、あそこにそういう観光客の方か、子供さんですね、町内の子供さんでもいいから熊野

にもとあった木ですね。だから、ちょっといろんなとこで広葉樹の森づくりをやってるところ

で気になるのは、余りそのもとあった樹種じゃないのを、やっぱり苗木の生産と言うても限ら

れてるんで、本来自生してなかったような木を植えてるところが多いですよね。サクラでもソ

メイヨシノを植えてみたり、ドングリというてもこの紀南のほうというのは木の葉っぱの落ち

るドングリっていうのは余りないんですね、クヌギとか、コナラとかなくて、むしろシイと
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か、カシの類なんで、そういうのを本当は、あとクスノキですとか、タブノキ、ヤマモモと

か、そういう常緑の照葉樹って言われている、岡崎先生たちが活動しているいちいがしの会の

方が復元して考えている、そういうもとあった木を植えていかなあかんのにそうじゃないとこ

ろが多くて、色川でも森づくりやってる町立の先生いらっしゃるけど、自分の好きな木を植え

てるんで、余り本当の自然の山になって、自然っていうんですかね、園芸みたいな感じで。け

ど、そうじゃなくて本当に熊野のもとの森に返していくっていう、そういう常緑の木が一番保

水力があるっていうことなんで、そういう森を、もともと熊野の森っていうのはこういう木が

あったんだよっていう、町長言うたようにあそこは造成して土がないんで、今行ってもわかる

んだけど、お手植えの、天皇陛下のお手植えの木も本当低いんですね、もう40年ぐらいたって

るのに。ウバメガシなんかも育ってないんだけど。ただ、この木はこういう名前の木だよって

言って植えて見てもらうには、余り大きくならないんでちょうど木の勉強をしてもらうだと

か、そういう意味で森を学習してもらうような場所にするにはちょうどいいと思うんで、ぜひ

町長言われたようなことをぜひあそこの那智高原の場で活用していただけたらと思うんです。

もう、ローラースライダーを今さら直すとか、そんなお金はないと思いますので、何とかその

基金を有効に使って那智高原公園をもとあった熊野の森に戻すっていう、熊野の森とか、仮称

ですけど、何かそんな構想でやっていっていただきたいと思います。 

 それと、あとその森づくり、町長が100年っておっしゃったですけど、私あのいちいがしの

会の後藤先生って、何かバイブルになってるんですかね、このいちいがし、こういう森づくり

の方の。やっぱり専門的な知識の方に聞くと一旦経済林、人工林で生態系が壊れたとこが自然

の状態に戻るには200年から300年かかるっていうことなんで、100年の森構想だけど本当は

200年、300年ぐらいかかると。そんだけかかるっていうことは、人手とお金もかかるっていう

ことを認識していただいたら、基金を全部山林の買収で使ってしまうと、あと森づくりするお

金がなくなってしまうんで、だから、基金は慎重に取り崩して山林を購入するにも、後の森づ

くりのお金に半分ぐらいは残していくとか、そういう使い方でやっていっていただきたいなと

思いますが、いかがでしょうか。 

○副議長（荒尾典男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 議員御指摘のとおりだと思います。ただ単に１回で終わるっていうこと

じゃなくて、私100年の森って言いましたけど、あくまで1700年祭なので1700年も延々と続い

てきた那智の滝、もっと古いと思いますけれども、その第一歩が100年やというような考え方

でもおりますので、100年の森がこうなるんだったらことしは何をしなくてはいけない、10年

先、20年先、50年先何していかなかあかんないっていうのがおのずと見えてくると思いました

ので、一応100年の森っていうふうなことで勝手に名前をつけて、あくまでこれは個人的な意

見なんですけど、事業をするとなれば皆さん方と協力しながらということになると思います。 

 以上でございます。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根君。 

○７番（曽根和仁君） 200年、300年かけて山を、森をつくるっていう心がけだけ持ってれば、ネ



－145－ 

ーミングはもう100年の森がそれは語呂がええんでもうそれで結構です。 

 それで、それとあと、ちょっと私この質問をするっていうたら、その新聞を見た方で太田地

区の方なんですけども、那智の滝の源流もいいけど、最近は太田川についてもこれ町の水源で

ありながら、雨が降ったときは一気に出るけど、ふだんは水がちょろちょろやということで、

この太田川の上流についても、特に小匠ダムの奥の山なんかについても１回山がどういう状態

になってるかっていうのを見てもらって、間伐が必要だったら間伐をしていくだとかというこ

とで、その……。 

〔「通告したの」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（荒尾典男君） 申告以外の、通告してないんで。 

○７番（曽根和仁君） はいはい、これはもうお願いだけで。 

 そういうのがあったんで、これもお願いだけなんですけども、那智の滝だけじゃなくて大事

なのは一番町の水源の太田川水系っていうのがもう一個大事な水系がありますので、そちらも

見ていっていてほしいと。また、間伐とかになれば森林組合、林業従事者の仕事にもなってい

きますので、それを、もう一個基金ありますよね、那智の滝以外の。そういうのを使えたら使

っていただいて山を整備していっていただきたいと思いますので。これはもう要望だけにして

おきます。 

 以上で私の一般質問を終了いたします。 

○副議長（荒尾典男君） ７番曽根議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。 

 再開14時35分。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              14時18分 休憩 

〔４番中岩和子議長席に着く〕 

              14時34分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（中岩和子君） 再開します。 

 ２番左近議員の一般質問を許可します。 

○２番（左近 誠君） それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、新町長堀さん、おめでとうございます。このたび議会側も一致してあなたを推すとい

うことで、それと町民の方々、いろいろ声を聞きますと好感を持って町長になっていただいた

ということでおります。これからも厳しい運営をされますが、どうか体も気をつけて頑張って

いただけますようお願いいたします。 

 それでは、私の質問をさせていただきます。 

 まず、新町長の町政に対する課題、それをいかに克服するか、また将来にこの町はどうした

らいいのか、また町長のビジョンをお示し願います。よろしくお願いします。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 
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○町長（堀 順一郎君） お答えします。 

 懸案課題について、それと将来のビジョンということでございます。 

 克服の手段と言いまして、まずどういった課題があるか、今私自身考えている課題、６月６

日の議会の冒頭でもお話をさせていただきましたけれども、防災・減災対策、それと財政の健

全化、福祉の充実、それと教育、子育て環境の整備、人権尊重の教育、観光産業の振興、農林

水産業の活性化、クリーンセンターの建設、いろんなさまざまな課題がございます。ほかにも

もっともっとあるんではないかなと考えてございますが、重立ったものはこういった課題にな

っていると思います。 

 このさまざまな課題、懸案の解決のためには、その方向性、あるいはまちづくりや観光の戦

略とか、施設の建設に当たりましては、実際の今ある財政の状況、そういう意味では健全な財

政の見通しを持ちながら事業の優先性、今後の交通インフラの進捗、それと今後の人口の推

移、防災・減災、施設の防災・減災も視野に入れながら10年、20年、30年先を見据えて最終的

には町民の皆さん方の利益になるようにということで施策を進めていきたいと考えてございま

す。 

 もう一つ、将来のビジョンなんですが、なかなかこんな形って申し上げづらいんですけど

も、やっぱり町民の皆さん方が那智勝浦町に自信と誇りを持てる、ほんまに那智勝浦町で生ま

れ育ってよかったなとそういうふうな気持ちに一人一人なっていただくような、なかなか言葉

に難しいんですけれども、そういう意味では私が先頭になって那智勝浦町のよさもＰＲしなが

ら、そして住みよい町にしていく、そういったことで将来のまちづくりのビジョンができ上が

っていくのかなと、そこはやっぱり町民の皆さん方が一緒になって、あくまで町民の皆さん方

が主役になりますので、そういう意味で一緒に将来のビジョンをつくっていくということで、

やっぱり明るく元気な、よかったなっていうふうな町にしていきたいとそういうふうに思って

います。漠然としておりますが、そういったことで思っております。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 今町長が課題について述べられました。また、いろいろ懸案もあります

が、まず目線としては町益に沿った事業、また沿った運営をしていただくと。それと、町民も

自信と誇りを持てるようなそういう住みよい町をつくっていきたいということだと思うんで

す。 

 それから、町長はこの立候補されるときにメディア、新聞社等のアンケートっていうんです

か、その中に公債費の増加によって34年度以降基金の取り崩しにあって町財政の悪化が予想さ

れると心配されておるわけです。その原因は何かと。検証を行いとあるんですけど町長は、

私、この今までの前の町長、森さんはのけまして寺本町長の時代、大体平成19年、20年、

21年、22年とずっとあって、29年まで一応やった事業についてどういうのがあったんかなと調

べてきたわけですが、例えば新病院、これ建設、ほいで小・中学校、これは色川の統合の小・

中学校。それと、那智中、那智中は新築しました。それで、この工事によって屋上に1,000人

近くの避難もできるという防災を兼ねた堅牢な施設をつくったと思っております。 
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 それから、避難タワーですね、天満、下里天満地区、それから下里、それから二河ですね、

避難タワーもつくったと。それと避難路階段ですね、須崎区の福祉センターの隣のとこの観光

ホテルに上がるところの、あれ避難階段、階段も鉄製の、鋼製のやつをつくったと、そういう

感じで防災のほうにもしてると。ほいで、中学校の校舎、あれは別として、また空調整備にも

相当の金額をつぎ込んでおります。それから紀伊勝浦駅のバリアフリーの事業、それから下里

出張所、下里保育所、下里保育所の場合は土地の購入から始まって、工事も含めて多額の金額

も出されております。こういういろいろの事業をしたと、これは私は必要な事業であったと。

また、議会の承認も得て可決されたと。その事業を町長はどのように検証っていうんですか、

その多くの工事によって多額の公債費ができたと、これについてどのように捉えておられます

か。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） お答えします。 

 議員がおっしゃられたさまざまな過去の事業、これは必要があって建設をされたことだと思

います。ただ、いろんな事業は縦割りということではなくて、それが適正に使われて本当に必

要だったのか、そういったことの検証も一方で必要ではないかなと。そういう意味では、今後

さまざまな事業もしていかなくてはいけませんけれども、そういったことも参考にしながら事

業の推進をしていきたいなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 今町長もこれは検証、そやけど、今自身、町長はこれは必要ではなかった

んじゃないかとか、これは規模が大き過ぎたんじゃないかとか、例えばそういうような捉え方

のものはありませんか。不必要とまでは言わなんでも、ちょっとこれはお金かけ過ぎたんじゃ

ないかとか、そういうの。というのは、現在、これ僕何でそういうのを言うかといいますと、

経済の、この財政悪化という言葉を使われるんですね。悪化、悪化と言ったら、さも悪いこと

したような感じにとれるわけです。ほれで、実際民間でしたら投資をしたと、町財政の場合や

ったら、したらある程度もうかる、もうからん関係なしにやるでしょう。ところが、資産がふ

えたという、僕は逆に考え方によっては町がやったことは資産がふえたと思ってあるわけです

ね。ところがそれも必要だということで、無駄な工事はなかったように思っております。町長

はその点、どのように考えておられますか。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 先ほど私検証が必要と申し上げました。と言いながら、今おっしゃられ

た全ての事業を検証しているわけではございませんので、この事業は大き過ぎたとか、これは

もっと小さくしたほうがよかったんじゃないかと、そこまでの検証には至ってございません。

ただ、建物が幾ら大きくてもここの部分がもう少しこうすればよかったんじゃないかとか、そ

んなことも含めて多分いろいろなことは出てくると思います。ですが、今私の、まだちょっと

日が浅いもんですからということもありまして、検証は十分進んでございません。ちょっと何
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かって言われてもお答えしづらいところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 町長にちょっと着任早々どんなんだっていうのは余りにも厳しいっていう

より、それか町長もこれから検証されて、こういう使い方やったらちょっと待てよとブレーキ

かけて、会議から上がってくるやつもこれはこうだというようなことを常に厳しく指摘して、

ほいて議会に出すときにはもうこれやったらっていうような形で出していただきたい、このよ

うに思います。 

 それとあと、これが現代今までの前の町長らが企画しておった、これ今度の鮮度、水産鮮度

のあれやらもそうだと思うんです。にぎわい広場でもそうだと思うんです。これからそれ以外

に、これから町長がこういうこともここに予算を費やさなあかんのやないかとか、事業もせな

あかんのやないかっていうことありませんか。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 冒頭お話に少し出たかと思うんですが、那智勝浦町の財政シミュレーシ

ョン、10年先をシミュレーションしたときに、このままでいくと平成34年度から基金を取り崩

していくのが始まるということで、決して町の財政がすぐに破綻するということではございま

せんけれども、公債費が無秩序にふえていくということは当然避けなければならないと思いま

す。そういう意味でも新規の事業については十分な検証が必要でございますが、今現在は新ク

リーンセンター、あるいは防災行政無線のデジタル化、津波避難タワー、勝浦の――発注しま

したが――冷凍冷蔵施設、観光桟橋の改修と言いながら抜本的な改修が必要じゃないかってい

うふうなことが先日も御指摘をされたところでございます。 

 ほかにも、耐震基準が満たしてないですとか、津波の浸水シミュレーションにおきまして浸

水域内にあります重要な施設がございます。特に、災害が起こった際の災対本部、いわゆる災

害対策本部の役割となる本庁舎、役場のここですね、消防本部、消防本部は災対本部以上に災

害が起こったときの最前線で頑張っていただかなくてはいけない、そんな建物が浸水域であっ

たり、耐震が大丈夫なのかっていうような心配もございます。また、図書館などがございまし

て、ほかにもまだまだ要望とかあるかと思います。ただし、今しなくてはいけないこと、本当

に早急にしなくてはいけないこと、それは先ほど申し上げた財政面もそうですけども、防災・

減災の視点に立って何が優先すべきかっていうことを皆さん方とも協議をしながら施設整備の

あり方についても検討してまいりたいなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 今町長がおっしゃられました。これから平成34年度の公債の支払いに非常

に逼迫するということなんですね。それから、前にも、前の町長からでもそういうことの備え

ということで減債基金の積み立てというのも、それをあわせて工事やりながら積み立ててきた

という過去があります。それで、34年度の場合でもこれ532万円の赤字から始まるんですけれ
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ど、そのときに積立金が34億4,700万円ほどそのときには積んであると。それからずっと減っ

ていくわけですが、38年度、今から８年後ですね、これは２億5,700万円支払いに、公債費に

払わなあかんと。そのときに一応積立金ですか、減債の積立金が26億7,300万円、そのときに

はまだ積んであるんですよ。その後なんですね。それから、いろいろ事業をするときにも、こ

れから始末、一応していかなあかんと。それと、逆に始末ばっかしじゃなしに、何とか収入を

ふやす方法。もう支払いばっかりそれでばっかしいくんじゃなしに、それ以上に今度は逆にも

うけて基金を積み立てていくということで、公債費の支払いも楽になるようにと、そういう事

業のことなんですけど、町長はどのようなことを考えられておりますか。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） お答えします。 

 町の収入をふやすという方法というのは町の税金をふやすこと、あるいはふるさと納税で寄

附金をたくさんいただく、この２つが大きなことなのかなと。もちろん歳出はどんどん見直し

て、始末っていう言い方がいいかどうかわかりませんけれども、きちっと見直しを図っていく

のは当然なんですけども、収入というのは税収入、ふるさと納税もそうですが、いろんな工夫

をして、特にふるさと納税についてはほかと比べてやっぱり那智勝浦町に税金払ってみようか

と、そういうふうなことの取り組みも必要だろうと思います。 

 地方税につきましては、やっぱりさまざまな事業でやはり主力産業である観光産業に力を入

れまして、お客さんもお越しをいただいて商店街にもお客さんが来られて、どんどん収益を上

げていくと、そんな中で町の税金もふやしていくと、それが一番といいますか、それ以外にな

いのかなというふうには考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 収入を模索するのには大変だと思うんです。ほれで今町長もふるさと納

税、これについておっしゃいました。もともとふるさと納税というのは、例えば何にも魅力の

ない町やったら、ふるさと納税の商品、お返しのやつ、何をしようかと困って、他町村から物

を仕入れてそれを渡すというようなところもあります。それと、このふるさと納税の、僕はち

ょっと始まったときに邪道かなと思ったんです。というのは、総務大臣されとった片山大臣で

すね、鳥取に居たんですかね、あの人もこれは邪道だと、そういうことが氾濫したら税のあれ

もちょっとむちゃくちゃになるんやないんかというふうな心配もされておったんですけど、そ

れが平戸市のように、あそこなんか物すごい伸びて、そういう町が出てきたということで今容

認と言うたらあれなんですけど、ふるさと納税物すごい今盛んで、ところがふるさと納税によ

って我がとこの今度は財源が流れていきやるというとこも、魅力のない町はそういうことにも

なるんですね。そやけど、人のことは置いといて、うちはいかにふるさと納税伸ばすかと。今

商品のほうに物すごいお金かかっているというようなことが言われておりますが、ほいで総務

省のほうも余りこれ過激なあれや競争は控えるようにというようなことも通達出てはると思う

んですが、その点どのようにふるさと納税考えられて、これからどのように仕組みいうんです
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か。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

 ちょっと、ふるさと納税の通告は…… 

〔２番左近誠君「いや、それ関連して財源のことを言やるから」と

呼ぶ〕 

 ちょっと、まあ、そしたらそこのところで…… 

〔２番左近誠君「ちょっと言わせて」と呼ぶ〕 

 はい。 

○２番（左近 誠君） あのね、そこまで縛られたら財源の話やったらふるさと納税でも財源入っ

てくるでしょう。それ言わんというたら片手取られたみたいなるやんか。ちょっとおかしいん

やないですかね。 

〔「公債費の話」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中岩和子君） 公債費のほうで…… 

〔２番左近誠君「公債費やけど、公債費と財源は関係あるでしょ

う。お金ないから公債費ふえるんでしょう、違うんですか」と呼

ぶ〕 

〔「じゃあ、通告して」と呼ぶ者あり〕 

 わかりました。 

 町長のほうへ、その分については今回答弁をお願いしますけど、公債費のほうなんですけ

ど、ふるさと納税ならふるさと納税でまた通告していただくと正確な詳しい答弁もいただける

と思いますんで、今後通告のほうよろしくお願いします。 

 町長、済いません、それじゃあ答弁お願いします。 

○町長（堀 順一郎君） ふるさと納税についての考え方でございます。 

 ふるさと納税が創設されたときに思ってもみなかったような形で今は全国でいろんな返礼品

の地域間競争の中で、本当にそれが地域のものなのかみたいなことが実際に言われてまして、

総務省でも随分問題になっているというか、制度を変える必要があるんじゃないかっていうこ

とまで言われるようになってございます。那智勝浦町もどうかって言われると百点満点ではな

いと思いますけれども、ただ、本来の姿になって例えば返戻金を30％というのはきちっと決め

られる、地場産品じゃないとだめだっていうふうなことになれば那智勝浦町っていうのはいろ

んなポテンシャルは高いと思いますので、そういうところでいくと全国的にも勝ち抜けれるか

なと思います。ただ、その制度がどうなるかということが不透明でございますので、今の考え

方は、ふるさと納税は今後の動向を見ながらということでいろいろ検討していきたいなという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 町長の答弁で納得いたしました。 
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 それでは、３番目の新クリーンセンター建設は新町長の決断でという題でありますが、今ま

でクリーンセンターについては決議後混沌とした状態、カオスの状態が続いているということ

なんです。これまでの経過なんですけど、一応平成24年この建設予定地、那智勝浦町市屋でご

みの量などを新宮市との事業に反対する区の役員が動向を出されていろいろしたところ、太地

町、漁協からの反対もあってできなくなったと。それから、25年４月に新クリーンセンター準

備室が開設された。うちの町の住民課内ですね。それから、26年４月に大浦浄苑に新クリーン

センター推進室開設と。それから、26年６月、平成27年度末までに環境調査、これを行った

と。そのいろいろな諸費用で約2,000万円近くいったというような答弁ももろうております。

それと、それから天満区との協定の延長、これが27年12月に33年度の末までということが締結

されております。それから、28年、2016年ですか、９月21日に議会において１市２町での建設

を含む事業見直しを求める決議が可決されたと。それから、９月30日、寺本町長が太地町に訪

問して経過報告を行い、１市２町でするから太地町もっていう話を持っていったけど正式に

30日に断られたと、そういういきさつもあって新宮市にも新宮市長の田岡さんにも10月４日で

すか、３日ですか、いろいろ相談にも行ったけどなかなか明快な返事もいただけなんだと。ま

た、2016年11月には町内全土６地区でその町で懇談会のときにも町長自身が説明をしたけれど

なかなか町民から迷走する計画に対し不安の声が続いたということがありました。 

 それから、2016年12月19日、非公開で行われたクリーンセンターの調査特別委員会で候補地

を決めたと。第１の候補地が井関、括弧して二河用地、金山谷のところ、金山地区のあの平成

23年の大水害のときの崩落したとこのつい100メーター上ですね。それから、第２候補として

大浦の用地、第３候補として浦神地区を決めたと。ところが、これ決めて１月ですか、予算の

計上が行われて、予算の調査費、これを可決１月11日に可決したと。その２週間後、町は単独

で太田、庄地区に選定する方針を採決によって委員会で決定したと。井関地区でやると、事業

化すると、調査予算も460万円か何がしついたと、その２週間後に庄地区と、庄地区に建設を

するという今度は変わってしもうたんや、候補地も上がってなかったんですね、最初。そうい

うことがあって、現在太田の庄地区で候補地としてなっておるわけですが、今現在庄区での状

況、どうなっておりますか。住民課長お願いします。 

○議長（中岩和子君） 住民課長田中君。 

○住民課長（田中逸雄君） 新クリーンセンターの候補地ですが、今現在は第１候補地ということ

で庄区ということが昨年１月の特別委員会のほうで決定されております。その後、昨年２月に

地元説明会、第１回目の説明会を開催させていただきまして、そしてまた、２回目にも説明会

としまして４月10日に開催させていただきました。その際に、環境影響調査、それから先ほど

議員のほうから御指摘ありました測量調査の予算を繰り越してございますので、この事業の実

施をお願いさせていただいたところでございます。その際に、これについての御了解、これは

得られませんでした。その後、事業については特段進めることができなかったのですが、直近

ですと堀町長就任後５月29日に地元区のほうを訪問させていただきまして、今現在は計画につ

いてこれ検証を行っているということで区長さんのほうには御説明申し上げた次第でございま
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す。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 今、住民課長から庄区の状況っていうんですか。これ、私もいろいろ入っ

てくる太田区の区民の皆さんに、もう太田は無理やのというような話がされております。環境

調査にも入れてないんですよね。町長、これ町長はどのように今まで経過とか言わせてもろう

たんですけど、どのように捉えておられますか。 

○議長（中岩和子君） 住民課長田中君。 

○住民課長（田中逸雄君） お答えいたします。 

 新クリーンセンターの建設につきましては、町長今議会冒頭の諸報告で申し上げましたとお

り喫緊の課題となってございます。町長のほうからは、私ども指示によりまして現在計画の再

検証を行っているところでございます。計画の方向づけが定まりました際には、新クリーンセ

ンター建設調査特別委員会にて御報告申し上げたいと考えておりますので、どうぞ御理解のほ

うをよろしくお願いいたします。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 今、田中住民課長から説明あって、町長から一応指示も出はると。せやけ

ど、じかに町長どのように、実際の話、もう庄区も大体農家のいろいろ田んぼ持って、米つく

って、また野菜つくり、またイチゴ農家の人も多いわけですね。その人たちの声を聞いてます

と、始め庄区へ行ったというとき、初め知らん人が多かったわけですね。それを知ってから、

ええって、うちのそんなところへ持ってくるんって、それはあれやでっていうような声も僕は

聞きました。せやけど、本当に望まれ、望まれるというのはなかなかないんでしょうが、これ

なかなか今難しいと思うんです。大体農業地帯のところへ、近くへ、環境、言うたらクリーン

センターを持ってくるというのはちょっと無理があったようには僕自身が思っております。町

長も指示をこれから検討してあれするということなんですけど、町長、今の気持ち直接答えて

くれますか。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） お答えします。 

 今、課長からも申し上げたとおり、また先日も申し上げたとおり、現在の計画を再検証して

いるところでございます。特に経済面これは財政の見通し、あるいは環境面これは場所です。

建設時期等さまざまな観点から検討してございまして、計画の方針が決まりましたら新クリー

ンセンターの建設調査特別委員会にて御報告を申し上げたいと思いますので、御理解ください

ますようにどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 今、町長もいろいろ経済的なこととかいろいろなことを勘案しながら決め

たいということなんですが、実際今まで、僕今現在も単独でするということを方向性決まった

んやから、後は場所だと思うんです。実際の話、大浦ですか、大浦の場合やったらもう環境調

査も済ませているし、それとあそこで出たし尿のあれなんか焼けるわけですね、その場で、移
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動する、また経済的にもそのメリットとかそういうのも、僕一番心配するのは例えば排水とか

いろいろな問題で海の問題ですね。前には太地町の漁協の関係ありますと、そういうところと

もいろいろあると思うんですけど、まず大浦が一番皆さんが、ほれで町民の人も賛成すると思

うんですよね。なるべくやったら大浦のほうへ、もう町単独でも何とか進めるように、町長に

これ答えすぐ出せって無理なんで、お願いしときます。 

 それと、天満区の期限協定、天満区の。もう33年ですか。３月30日末までのあれなんですけ

ど、それを守ろうと思ったらやっぱり急いでやらないけないと思うんです。それと、先ほど議

員からも町長と議会との、前ですが、ここのコミュニケーションがとれてなかったみたいなこ

とがあるんで、僕はこれから町長と議会、もうこれを議場じゃなしに委員会でも何かのときで

も、やっぱり腹を割って話できる場をなるべくやったら設けていただきたい。このように思う

んですが、町長どうでしょうか。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） けさほども申し上げたように、対話と信頼っていうことを申し上げまし

た。そういう意味では皆さん方と、もちろん町民の方々もそうなんですけれども、十分な対話

をしまして、信頼関係を築いていただいて、築いて、そのためにも十分な対話が必要だと思っ

ておりますので、ぜひこちらからもお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） そのことを強くお願いしておきます。 

 続きまして、福祉のほうで子育て支援ということで児童館の開設についてお尋ねをいたしま

す。 

 新聞報道等で児童館を母親らが開設を求める要望書ということで、３月26日に本庁を訪れ

て、副町長が対応されたんですね。そのときの様子ちょっとどういう、要望があってこうやり

ましたよという、担当何かでやられたと思うんですけど、その。 

○議長（中岩和子君） 副町長矢熊君。 

○副町長（矢熊義人君） お答えします。 

 ３月26日の日に、なちかつ子どもいきいきプロジェクトの皆さん、これは子育て中のお母さ

ん方になりますけども、４名の方が来庁しました。当然前森町長のほうの要望でございました

けれども、森前町長が不在ということで私のほうで対応させていただきました。 

 中身といたしましては、子供が安心して過ごせる居場所づくりっていいますか、児童館の設

置、それから公園の施設の整備等の要望でございました。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） そのときに、こういうやりますよとか、検討させてもらいますよとか、ど

ういう形で終わったんでしょうか。 

○議長（中岩和子君） 副町長矢熊君。 
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○副町長（矢熊義人君） お答えします。 

 森前町長のほうの施策の一つとして、子育て支援、その児童館の設置等も含めての施策がご

ざいました。そういう中での要望でございました。私のほうでは、現在冷凍冷蔵庫ほか、新ク

リーンセンター、また新病院の建設等もございまして財政状況が厳しいっていう状況の中で検

討させていただきますと。森前町長が不在ということもありましたんで、また復帰した暁には

相談して検討させていただきますというような回答をさせていただきました。 

 もう一つは、公園のほうの施設の整備につきましては、調査して予算がつけばやっていける

ねっていうようなお話をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） これ、なちかつ子どもいきいきプロジェクトというお母さん方ですね。そ

のときにちょっと副町長は財政の、森町長おらなんだんで、副町長が町長の立場として財政が

今厳しいんですよということも話されたということです。 

 それと、例えばこの児童館、全国に4,600ほどあるわけです。そのうち、公営が2,800、民営

というのもあるんです、1,800。この間の児童館の種類は小型児童館とか、児童センターと

か、大型児童館というのがあって、和歌山県でも今70幾つぐらい、休館のとこもあるというこ

とで、紀北のほうに偏ってあるんです、児童館の設置。特に新宮市の場合は５つの児童館があ

ると。それで串本の場合は和深に１カ所あると。それと、古座川にも１カ所あると。これ自

身、例えば全国に児童館の設置の有無というんですか、大体これ先ほど公益って言うた中で答

えてもろうたのが2,500ぐらいの市町村で答えてもろうたうちで、児童館のあるというのが

62％、児童館は持ってませんっていうのが38％となっております。また、これから持ってない

よというところでもこれからそういうのを聞いたらやっぱり設置しようかというの、これは検

討中というのが62％と、いやもううちは無理やのとかというのが23％と出ております。 

 町長、町長の心意気からしたら、やっぱり社会、子供たちがっていうようなことを述べられ

ております。町長、この点どのようにお考えになられますか。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） お答えします。 

 私、ちょっと児童館の役割といいますか、十分把握できてるわけではございません。今ある

町の施策、子供さんに対する施策も十分検証して、あるいはニーズも十分調査をして、必要な

ところへは必要なものが必要かなと思うんですけれども、それは検討させていただきたいと思

いますし、何しろ施設ということになると先ほど来申し上げているように浸水域でありますと

か、そういったところは避けていく必要があるので、そういう意味でもかなり場所の選定、も

し施設ということになれば場所の選定なんかもかなり難しいのかなというふうには思っており

ますが、検討させていただきたいと考えております。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 実際児童館、これ那智勝浦町少ないっていうのは、僕は例えば勝浦、宇久
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井、下里の学童保育っていう子育て支援拠点っていうのを持ってあるわけですね。そういうの

があって、児童館の代替え機能としていたのではないかと思うわけですが、この点どのように

考えておられますか。 

○議長（中岩和子君） 福祉課長榎本君。 

○福祉課長（榎本直子君） お答えします。 

 議員さんの御質問については、地域子育て支援拠点事業をもって児童館の代替え機能として

いたのではないか。学童保育所を児童館の代替え機能としていたのではないかということでご

ざいます。 

 学童保育所につきましては、現在勝浦、宇久井、下里に１カ所ずつございまして町内では３

カ所あります。こちらにつきましては、放課後児童健全育成事業として保護者が昼間仕事など

で家庭にいない小学生に放課後の遊びと生活の場を提供して、その健全な育成を図るものでご

ざいます。また、未就園児の子供さんにつきましては、地域子育て支援センターのほうの御利

用をお願いしております。 

 しかしながら、要望のございました児童館につきましては、児童福祉法で規定しております

児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とするとい

うものでございまして、18歳までの児童につきましての遊び場を提供して子供たちが集い遊べ

る場所というのを求めているものでございます。 

 現在本町につきましてはそのような施設のほうはない現状でございます。学童保育所を代替

え機能としていたというふうにはこちらのほうでは考えておりません。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 学童保育と児童館の役目というのは少しは違うと思うんです。今この要望

書を出された皆さんが施設の設置に時間を要する場合、言うたらこれつくるのにとか考えてあ

れするのには時間かかるんやったら既存の建物を利用して仮の遊び場を開設してくださいと、

町長、こういうことも言われておるわけです。 

 そこで、私旧朝日保育所、ここは土地が820.84平米、坪で言うたら250坪、建物が399平米、

120坪、これ、ここに言うたら一応直すというんですか、改修というんですか、それをやった

らできるんじゃないかと。それと、町長も先ほど言われました防災に、津波とか、あれやっぱ

りちょっと心配だと言うんでしたら、例えばお金もかかりますが勝浦小学校のプールあります

ね、学校のちょうど通園くじらから上がったようなところ、勝浦小学校からおりていったと

こ、プールのある。あそこの土地、大体4,760平米、1,443坪、これはプールも遊戯施設がある

とこも含めてなんですけど1,443坪。そして、この児童館の設置の規定にもありますね。どの

ぐらいの面積要ると、これはクリアできてあると思うんですよ。町長、どうでしょうか。そう

いうとこも。 

 それと、僕一つ例えば勝浦小学校の下のあそこのプールのとこへ児童館を建設とか、開設す

ると言うた場合、北浜の保育所があそこ津波に対する要望が出てあると思うんです、高台移転

のこと。それらとあわせてあそこへ併設っていうような考えもどうでしょうか。 
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○議長（中岩和子君） 福祉課長榎本君。 

○福祉課長（榎本直子君） お答えします。 

 まず初めに、議員さんの提案のありました朝日保育所の利用につきましては、要望の中にす

ぐに児童館の建設ができない場合、施設の設置に時間を要する場合は既存の建物を利用した遊

び場を開設してくださいという要望もございます。議員さんの御意見も参考にしながら既存の

建物利用についても検討していきたいと考えてます。 

 また、勝浦小学校の下に認定こども園も移設して一緒に併設されるというお話でございます

けども、こちらの認定こども園につきましては昭和56年に設立され、現在59名の園児が通って

おります。現在の場所につきましては津波避難困難地域であることは把握しております。この

ことを踏まえまして毎日３歳から５歳児の児童につきましてはライフジャケットの着用の練習

を毎日行っております。また、毎月１回避難訓練を欠かさず行っております。今のところ具体

的な移転先については検討をまだ行っていない状況です。それでもちまして新しい児童館との

移転につきましてもまだまだ検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） あとの認定こども園ですか、避難、あれはジャケットを着てとか、訓練し

ているとかというようなことはあるんですけど、あそこを小学校の下のプールのとこでしたら

安心ですね。昭和19年の東南海地震、あそこ勝浦小学校に大きな講堂あったんですね。全然津

波にも遭いませんし、あそこで被災された方が寝泊まり、あそこでやったわけです。ですか

ら、あそこやったらほんまに安心なんです。ところが一つネックになるというのは、あそこは

下の道路、車が、開設した場合にちょうど行き来するのに混乱するんじゃないかというような

心配もあったようですけど、そやけどそこは上がる、おりてくるやり方一つで、上がっていく

ときには忠魂碑のほうから入ってくるときには上がれるけど、おりてきたら忠魂碑のほうへは

行けないと、北浜に入れずに紀陽銀行向いて直接入るか、仲の町を向いていくとかそういうよ

うな分け方とかある程度工夫したら上のプールのとこへも開設できるんじゃないかと。そうや

ったら安心して２つのやつが一挙にあれできるというように思うんですけど、それについてど

うでしょうか。 

○議長（中岩和子君） 福祉課長榎本君。 

○福祉課長（榎本直子君） お答えします。 

 確かに安心の面でございますが、勝浦小学校の下に建設をすれば安心して預けれることがで

きると考えておりますが、まだまだこれからの保育につきまして検証を行い、移転先等も検討

中でございますので、御参考にさせていただきまして今後の検討課題とさせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 町長、今２つの案言わせてもろうただけですが、検討するじゃなしに町長
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はどんなふうに、今話したわけですがどうでしょうか。 

○議長（中岩和子君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 今児童館の設置、開設っていうお話の中で、認定こども園の安全性等々

出ました。そういう意味では町内のさまざまな施設について再検証をする必要もあるかなと。

その中でもちろん認定こども園、児童館の設置なんかもできるかもしれませんけれども、一度

その今ある施設の安心・安全も含めた見直しといいますか、再検証をする必要があるのかなと

改めて思った次第でございますので、ここですぐにこの場所にこんなものっていうことではな

くて、トータル的にいろんな施設を見直す中でいろんな、ここへ行くとこうなって、こうなっ

てとやりくりができるようなものがあるんであれば、できればそういう形で、特に財政につい

ても将来の動向を見据えながら検討する必要があるでしょうから、そういう意味では防災・減

災の視点で見たときにその施設についてのあり方みたいなものも十分今後検証していきたいな

と。その中で児童館の話なんかも入れられるといいますか、検討をしていくべきなのかなとい

うふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） 児童館について町長よろしく検討のほどお願いしときます。 

 続きまして、住宅宿泊事業、民泊についてお尋ねをいたします。 

 新法の背景なんです。なぜ民泊新法がつくられたのか。また、民泊新法が成立に至ったその

経緯、テレビ等でも報道されております民泊にもいろいろ種類あって、今度県が国からの委

託、委託というより事業ですね、県のほうでやるわけですが、大体この背景と言うたら外国

人、観光客が急増したと、それとホテル、旅館不足に台頭してきたのが民泊とも言われており

ます。また、2020年開催の東京オリンピックに対して外国人を泊めるところがないんじゃない

かということと、それと不透明な民泊から例えばいろいろ法律守られてないとか、そういうよ

うな映像で流れます。そういう安心・安全・クリーンな民泊ということでこれができたという

ことだと思います。 

 それと、この事業国策ですが、県主導の事業ということなんですが、これについていろいろ

15日からこれ発効というより、できるわけですね。この間僕もいろいろここで質問させてもら

うのにいろいろこの民泊は県の事業やからなかなか質問も制約あるでっていうことを言われて

おりますので、ちょっと保健所のほうで聞きました。また、これによりますと今のところ新し

く申し込みの登録されておるところはございませんと。しかしながらこれからあると思います

よと。それと、僕が心配するのは、例えば騒音、ごみ、それと火災ですね、そういうことは非

常に心配するわけです。 

 そこで住民課長にお尋ねをいたします。 

 例えば住宅民泊、これ始めたときに、そこの住んでる人はごみ出しは普通のごみで出します

わね。ところが営業すると大体180日営業できるということやね、住宅民泊は、大体半年間営

業できる、後の半年は休みなさいよという法律やね。そのときに、ようけお客さん一応泊まっ
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てごみ出すと。そういった場合はごみは営業用のごみだと思うんですよ。そうしたときにこの

ごみの扱いはどのようにされるんですか。 

○議長（中岩和子君） 住民課長田中君。 

○住民課長（田中逸雄君） お答えいたします。 

 町の廃棄物の処理及び清掃に関する条例、この中で家庭ごみ、それから事業系ごみの定義が

規定されておりまして、家庭ごみというのは家庭の日常生活から生じた一般廃棄物を言う。そ

して、事業系ごみにつきましては事業活動から生じた一般廃棄物を言うということで規定がご

ざいます。 

 今、議員御指摘のありました民泊事業ですが、これは営利を目的とするものであれば当然事

業系のごみであるということで考えております。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） これ、非常に難しいと思うんです。家庭でそこのホストですか、営業して

いる人はごみをうちのごみやって出すけど、ところがお客さん泊まったやつは営業のごみです

ね。ところが、それの分別と言うたって恐らくもう自宅の我がとこのごみ袋で出すんやろうと

思うんですよ。そういうことも考えられますわね。そこが非常に難しいと思うんですけど。今

もう答えどうこうよりか、そういうこともあるということを頭に置いてほしいんです。 

 それと、騒音です。例えばよくあるのは、外国人。これは、この法律はほとんど外国人を相

手にするというようなことが多いと思うんです。そういったときに言葉もある程度勉強しなさ

いというのが法律に書かれておりますけど、そやけど、そのときに外国人っていうのは日本人

とちょっと違うて環境が全然違うたらその人なりにとっては別に何でもないことでも、我々住

民にしたらええって、大きな声であれやでとか、迷惑かけやるでとか、夜中、夜中と言ったら

12時までどんちゃん、どんちゃんまでは言わなんでもやりやると。そうしたら苦情ですね、も

しあった場合、言うてきやれたときに全然町は知らんわとかというよりか、そういった場合、

その営業しやるホストが面倒見るのは当たり前なんですよ。ところがなかなかあれでそれを超

えた場合のあれで苦情が出ると思うんです。ほたら警察に言うていくとかどうこうになると思

うんです。そういうときの対応は考えておられますか。 

○議長（中岩和子君） 住民課長田中君。 

○住民課長（田中逸雄君） お答えいたします。 

 騒音ということに限らず住環境に関する苦情につきましては、住民課のほうで承っておりま

す。平成29年度ですが、全部で131件、その中で主に不法投棄であったり、そしてまた動物の

死体っていうことが多いということがございました。騒音に関しては平成29年度に関してはご

ざいませんでしたが、もしそういった御相談ございましたら県の保健所等とも連携しながら対

応してまいりたいと考えております。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） それと、心配するのは火災です。消防長、済んませんがよろしく。今のど

ういうような、ある程度情報というのは入ってあると思うんですよ。どうでしょうか。 
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○議長（中岩和子君） 消防長湯川君。 

○消防長（湯川辰也君） 質問についてお答えします。 

 民泊新法に係ります消防設備につきましては、宿泊する場所の面積にもよりますが、消火

器、あと自動火災報知機、あと誘導灯、その３つがかかわってきます。これについては届け出

に基づきまして消防法令適合通知書を付してその通知書を持って業者が民泊される方が届け出

るということになっております。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） わかりました。消防のほうでもある程度把握してるっていうたら安心しま

すわね。幾ら住宅、民泊と言うてもやっぱり泊まる、旅館法とはまた別なんですけど、そうい

う関係だからね。わかりました。 

 それから、入湯税なんですけど、例えばそこにお風呂がある、温泉があると。それを使って

いるというた場合は入湯税はかかるんでしょうか。また、請求できるんでしょうか。税務課長

お願いします。 

○議長（中岩和子君） 税務課長三隅君。 

○税務課長（三隅祐治君） 民泊施設で温泉を利用された場合につきましては、民泊施設の経営者

は利用者から入湯税を徴収いたしまして、町に申告、納入いただくことになります。 

 以上でございます。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） ほたら、そういった場合、入湯税をもらえるっていうんですか、請求でき

るということですね。そういうことでいいんですね。 

○議長（中岩和子君） 税務課長三隅君。 

○税務課長（三隅祐治君） はい。地方税法で町条例の規定に基づきましてそれに基づいたものに

つきましては課税いたします。 

 以上です。 

○議長（中岩和子君） ２番左近君。 

○２番（左近 誠君） わかりました。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中岩和子君） ２番左近議員の一般質問を終結します。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

 はい、議事進行。 

 引地君。 

○８番（引地稔治君） 今から10分間休憩でしてもろうたら、僕一般質問十分時間あると思うんで

すけど。議長にお任せしますけど。 
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〔「あしたに」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中岩和子君） はい、あしたの予定にしておりますんで。 

〔８番引地稔治君「わかりました」と呼ぶ〕 

 それでは、これで延会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中岩和子君） 異議なしと認め、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 延会します。 

              15時35分 延会 

 

 


